
環境白書の刊行にあたって

　富山県は、立山連峰や黒部峡谷などの世界的な山岳景観や蜃気楼

がみられる不思議の海富山湾、さらには本州一の植生自然度を誇る

森林など、豊かな水と緑に恵まれています。これらの素晴らしい環

境を守り育て、次の世代に引き継いでいくことは、現代に生きる私

たちの責務であり、県民すべての願いです。

　しかしながら、今日の環境問題は、都市化の進展や生活様式の変化に伴う環境負荷の増

大に加え、地球温暖化や酸性雨問題、様々な化学物質による生態系等への影響など、複雑・

多様化しています。

　これらの問題を解決するためには、大量生産、大量消費、大量廃棄といった社会経済の

しくみや私たちの暮らしのあり方を見直し、持続的発展が可能な社会への転換を図ってい

く必要があります。

　このため、県では「富山県民新世紀計画」に「環境立県」を掲げ、県民、事業者、行政

が協力しながら、豊かな環境の保全と創造に全力を尽くしています。また、本年３月には、平

成１０年に策定した「富山県環境基本計画」を見直し、平成２２年度を目標年度とする新たな

計画を策定し、「清らかな水と豊かな緑に恵まれた快適な環境」の実現に積極的に取り組ん

でいるところです。

　この白書は、平成１５年度における本県の環境の状況を紹介するとともに、環境の保全及

び創造に関する取組みについて取りまとめたものです。本書を通じて、多くの皆様に今日

の環境問題について関心を高めていただき、２１世紀を「環境の世紀」とするため、環境保

全への深いご理解と積極的なご協力をいただきますようお願い申しあげます。

　　　平成１６年９月

富山県知事　　中　沖　　　豊　　　　
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　本県は、早くから工業県として発展して

きた結果、昭和３０年代後半からの高度経済

成長の過程で、生活水準は著しく向上した

ものの、大気汚染や水質汚濁などの産業公

害により生活環境が悪化するとともに各種

開発による自然環境の改変が進んだ。

　昭和４０年代には環境保全のための各種法

体系の整備が進められ、本県においても公

害防止条例の制定をはじめ、独自の大気環

境計画の策定等の公害防止対策を講じると

ともに、県立自然公園条例や自然環境保全

条例の制定などの自然保護施策を展開した。

その結果、環境は全般的に改善され、清ら

かな水、さわやかな空気、変化に富んだ美

しく豊かな自然などすぐれた環境の保全に

大きな成果をあげてきた。

　しかしながら、都市化の進展やライフス

タイルの変化などを背景に、自動車による

大気汚染や騒音、身近な自然の減少など、

都市・生活型の環境問題が課題となってい

る。

　さらに、廃棄物の発生抑制及び循環的な

利用が確保される循環型社会の形成や、地

球温暖化をはじめとする地球的規模の環境

問題は、緊急の課題となっており、ダイオ

キシン類などの有害な化学物質に対する対

策も必要となってきている。

　こうした課題の多くは、日常的な生活や

通常の事業活動に起因することから、従来

の規制的あるいは個別的な手法だけでは十

分には対応できない状況にある。

　一方で、生態系の価値や多様な自然環境

の重要性に対する認識が高まるとともに、

うるおいのある水辺や豊かな緑、美しい景

観など、より質の高い環境の形成に対する

ニーズが高まってきている。

　このような状況に対処するため、平成７

年１２月に、「環境の恵沢の享受と継承」、「持

続的発展が可能な社会＊
　の構築及び環境保

全上の支障の未然防止」並びに「地球環境

保全の推進」を基本理念とする環境基本条

例を制定した。また、１０年３月には、この

条例に基づき、快適で恵み豊かな環境の保

全と創造に関する施策の基本的な考え方、

長期的な目標、必要な推進事項を盛り込ん

だ環境基本計画を策定し、次の区分に従い、

環境の保全及び創造に向けて各種の施策を

実施してきている。

・安全で健康な生活環境の確保

・環境への負荷が少ない循環型社会の

構築

・自然と共生したうるおいのある環境

の実現

・快適な環境づくり

・地球環境の保全への行動と積極的貢

献

・環境の保全及び創造に向けたみんな

の行動

・総合的視点で取り組む環境の保全と

創造

＊持続的発展が可能な社会　…　国連環境計画（UNEP）のもとで発足した「環境と開発に関する委員会」が１９８７年
に「我らが共有の未来」をとりまとめ公表した報告書において使用された「持続可能な開発」（Sustainable 
Development）という考え方を踏まえたもの。この報告書では、持続可能な開発を「将来の世代のニーズを満た
す能力を損なうことがないような形で、現在のニーズも満足させるような開発」と定義している。
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　さらに、１３年４月に策定した県民新世紀

計画において、施策の柱である５つの立県

構想の一つとして新たに「環境」を掲げ、

各種の施策を推進してきている。

　１５年度において、環境の保全及び創造に

関して講じた主な施策は以下のとおりであ

る。

　「基本的施策の推進」については、県民

新世紀計画の策定や各種法令等の整備によ

り環境を取り巻く状況が変化していること

や、富山湾の水質汚濁や富岩運河のダイオ

キシン類汚染等の新たな課題が生じている

ことなどから、環境基本計画の内容を見直

しを進め、１６年３月に計画を改定した。

　「安全で健康な生活環境の確保」につい

ては、大気環境の保全のため、１１年度に改

定した大気環境計画（ブルースカイ計画）

を推進した。また、１４年度に策定した大気

汚染常時観測局適正配置計画に基づき効果

的、効率的な観測局の配置を推進したほか、

迅速かつ的確に大気汚染状況を把握するた

め、大気汚染テレメータシステムの更新を

進めた。

　水環境の保全について、１３年度に改定し

た水質環境計画（クリーンウオーター計画）

を推進したほか、富山湾の水質改善を図る

ため、事業者、行政等からなる「富山湾水

質改善対策推進協議会」を設置し、窒素、

りんの削減対策を推進した。

　土壌環境の保全について、土壌汚染対策

法の円滑な運用のため、土壌汚染に関する

情報を調査・収集し、「土壌汚染リスク情報

管理システム」を構築した。

　地下水の保全について、高岡・砺波地域

の冬期間の安全水位に関する調査研究を進

めた。　

　化学物質による環境汚染の防止について、

ダイオキシン類の大気、水質等の環境調査

や主な発生源の調査を実施した。また、「特

定化学物質の環境への排出量の把握等及び

管理の改善の促進に関する法律（化学物質

排出把握管理促進法）」に基づき、排出量等

について集計、公表を行うとともに、化学

物質に関するリスクコミュニケーションに

ついて普及啓発を行った。

　「環境への負荷が少ない循環型社会の構

築」については、廃棄物の発生抑制や循環

的な利用を総合的、計画的に推進し、循環

型社会を形成するため、１５年３月に策定し

た廃棄物処理計画（とやま廃棄物プラン）

に基づき、県民総ぐるみで「ごみゼロ推進

大運動」を展開する「ごみゼロ推進県民会

議」を設立したほか、日本海側では初めて

「ごみゼロ推進全国大会」を開催した。

　「自然と共生したうるおいのある環境の

実現」については、各種事業実施に際して

の自然環境保全上のガイドラインである自

然環境指針の一部見直しを進めたほか、山

岳自然環境の保全と適正な利用を図るため、

有識者からなる「立山懇談会」において、

本県の山岳に関する諸問題について幅広く

検討した。また、別山乗越や太郎兵衛平で

自然環境に配慮した公衆トイレを整備した

ほか、新たに県が提唱した「山岳携帯トイ

レネットワーク」の構築と積極的な展開を

支援した。このほか、国立公園利用者の自

然保護の意識を啓発するためのビデオを作

成し、関係機関に配布した。さらに、有害



３

総

論

総　

論

　

　

鳥獣として、人とのあつれきが深刻化して

いるニホンザルについて調査研究を行い、

ニホンザル保護管理計画を策定した。

　「快適な環境づくり」については、地域

住民が主体となり、継続的な清掃美化活動

を推進する「アダプト・プログラム」によ

り、地域住民と行政との協働体制づくりを

推進した。また、地域の特性を活かした優

れた景観の保全及び創造を図るため、１４年

９月に制定した景観条例に基づき、うるお

いのある景観づくりを総合的、計画的に推

進したほか、美しい散居景観を保全するた

め、地域住民が主体となる活動を関係団体・

市町村と連携して行った。さらに、とやま

の名水について、１４年度に策定した衛生管

理マニュアルに基づき、周辺の環境整備を

推進したほか、安心して利用できるよう衛

生管理の徹底を図った。

　「地球環境の保全への行動と積極的貢

献」については、地球温暖化対策を地域レ

ベルで計画的、体系的に推進するため、１６

年３月に地球温暖化対策推進計画（とやま

温暖化ストップ計画）を策定したほか、「富

山県地球温暖化防止活動推進センター」に

指定した�とやま環境財団と連携して、地

球温暖化防止活動推進員の養成や講演会の

開催等を行った。また、黄砂の実態を解明

するため、黄砂に関するシンポジウムを開

催したほか、立山黄砂酸性雨観測局を設置

し、国や関係機関と連携して調査を進めた。

なお、環境省は、環境科学センターに黄砂

観測装置を設置した。

　環日本海地域との国際環境協力について、

環境省との共催により「環日本海環境協力

会議」を開催したほか、�環日本海環境協

力センター（ＮＰＥＣ）と連携して、「北東

アジア地域自治体連合環境分科委員会」や

「海洋環境保全国際シンポジウム」、「北東

アジア地域国際環境シンポジウム」を開催

し、北東アジア地域の環境保全についての

情報交換や自治体間での環境協力事業につ

いての検討を行った。また、日本、中国、

韓国及びロシアの自治体やＮＧＯの参加を

得て、日本海及び黄海の海辺の埋没・漂着

物調査を実施した。

　さらに、ロシア沿海地方との渡り鳥に関

する共同調査や中国遼寧省との水質環境に

関する共同調査を実施した。

　北西太平洋行動計画（ＮＯＷＰＡＰ）の

推進について、ＮＯＷＰＡＰの特殊モニタ

リング・沿岸環境評価地域活動センター（Ｃ

ＥＡＲＡＣ）に指定されたＮＰＥＣと連携

して、リモートセンシングによる海洋環境

モニタリング手法の開発を推進するため、

富山湾をモデル海域としてモニタリング手

法に関する調査研究を行う「富山湾プロジ

ェクト」を実施した。また、生物評価法

（バイオアッセイ）を活用した海洋環境モ

ニタリング手法の開発を推進するため、国

内の専門家からなる研究会を開催し、バイ

オアッセイの研究開発動向等に関する意見

交換を行った。さらに、「環日本海海洋環境

ウオッチシステム」により、衛星から受信

した海洋環境データを解析し、国内外に発

信した。

　また、県は、日本海及び環日本海地域の

過去・現在・未来にわたる人間と自然との

かかわり、地域間の人間と人間とのかかわ

りについて、「循環」、「共生」、「日本海」の

視点から総合的、学際的に研究する「日本

海学」を提唱しており、その確立、推進の

ため設立された日本海学推進機構を中心に、
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普及啓発事業や調査研究を行った。

　「環境の保全及び創造に向けたみんなの

行動」については、�とやま環境財団と連

携し、ふるさと環境学習クラブの登録を行

い、その活動を支援したほか、学校、地域

団体の希望に応じ、環境に関する講師を派

遣する「出前講座」を実施した。また、交

通事業者の協力も得て、県内で初めての

「県・市町村統一ノーマイカーデー」を実

施するなど、「ノーマイカーデー県民運動」

を推進した。

　県自らの環境への配慮の率先実行につい

ては、地球温暖化防止のための富山県庁行

動計画（新県庁エコプラン）に基づき、温

室効果ガスの排出抑制のための取組みを推

進したほか、県庁本庁舎において、ＩＳＯ

１４００１の認証を取得している環境マネジメ

ントシステムに基づき、オフィス活動にお

ける環境への配慮に取り組み、継続的な改

善を行った。また、県が実施する公共工事

による環境への負荷を低減するため公共事

業環境配慮指針を策定するとともに、グリ

ーン購入調達方針に基づき、環境物品等の

調達に努め、重点的に調達を推進する品目

を拡大した。さらに、１５年１０月には、県庁

本庁舎から排出される廃棄物をすべてリサ

イクルすることを目指す県庁ごみゼロ宣言

を行った。

　「総合的な視点で取り組む環境の保全と

創造」については、複雑化した今日の環境

問題に総合的な視点で取り組むため、「富

山・高岡地域公害防止計画」を推進すると

ともに、この計画に基づく事業の実施状況

や効果等について調査した。

　１６年度においては、これらの状況を踏ま

え、環境基本計画に基づき環境の保全及び

創造に関する各種の施策を総合的、計画的

に実施することにしている。

　「基本的施策の推進」については、１６年

３月に改定した環境基本計画に基づき、「清

らかな水と豊かな緑に恵まれた快適な環

境」の実現に向けて、県民、事業者、行政

が連携協力して、環境の保全と創造に関す

る各種施策を推進する。

　「安全で健康な生活環境の確保」につい

ては、環境基準の達成維持に向け、１１年度

に改定した現行のブルースカイ計画を、そ

の後の大気環境を取り巻く状況の変化を踏

まえ、改定する。また、迅速かつ的確に大

気汚染の状況を把握するため、昨年度に引

き続き大気汚染テレメータシステムの更新

整備を行うほか、１４年度に策定した大気汚

染常時観測局適正配置計画に基づき、自動

車排ガス観測局の整備を行う。さらに、ク

リーンウオーター計画を推進するとともに、

富山湾の水質改善のため、事業者、行政等

からなる「富山湾水質改善対策推進協議会」

を通じて、窒素、りんの削減対策を推進す

る。このほか、富山湾の水質汚濁メカニズ

ムを解明するため、全国で初めて海上保安

庁と連携して富山湾共同環境調査を実施す

る。

　地下水の保全について、引き続き高岡・

砺波地域を対象に冬期間の安全水位に関す

る調査研究を行う。また、平野部全域を対

象とした地下水揚水量実態調査を実施する

とともに、富山地域及び高岡・射水地域に

おいて地盤の水準測量調査を実施する。

　化学物質による環境汚染の防止について、
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引き続きダイオキシン類の環境調査等を実

施し、公表するほか、化学物質排出把握管

理促進法に基づく届出や管理の改善等につ

いて事業者等に普及啓発を行う。

　「環境への負荷が少ない循環型社会の構

築」については、とやま廃棄物プランに基

づき、廃棄物の発生抑制や循環的な利用を

県民総ぐるみで推進するため、「ごみゼロ推

進県民会議」を中心に、「ごみゼロ推進大運

動」を展開するとともに、市町村をはじめ

地域住民やＮＰＯ、事業者の取組みを支援

する。また、新たに施行される自動車リサ

イクル法をはじめ各種リサイクル法の円滑

な運用を図るとともに、富山市エコタウン

事業等の先駆的な取組みを支援する。

　また、長期間にわたり保管されている廃

ＰＣＢ等の処理を促進するため、ＰＣＢ廃

棄物処理計画の策定に向けて、保管状況等

の実態調査を実施する。

　「自然と共生したうるおいのある環境の

実現」については、雲ノ平野営指定地に自

然環境に配慮した公衆トイレを整備するほ

か、朝日岳・剱岳地域や薬師岳・奥黒部地

域で登山歩道の整備や植生の復元を行う。

また、人とニホンザルとの共存を図るため、

ニホンザル保護管理計画を推進するととも

に、新たな県立自然公園の指定の可能性を

探るための基礎調査を実施する。

　「快適な環境づくり」については、地域

の住民等が主体となった「アダプト・プロ

グラム」の実施等により、引き続き県土美

化推進運動を展開する。また、とやまの名

水について、「とやまの名水ネットワーク協

議会」を開催し、管理者、市町村等におけ

る衛生管理の技術向上を図る。さらに、景

観条例に基づき、大規模行為の届出制度等

の景観づくりの推進に関する施策を実施す

る。

　「地球環境の保全への行動と積極的貢

献」については、１６年３月に策定したとや

ま温暖化ストップ計画に基づき、県民、事

業者及び行政が一体となった温暖化対策を

推進するとともに、酸性雨・黄砂に関する

実態調査を実施する。

　環日本海地域との国際環境協力について、

「北東アジア地域自治体連合環境分科委員

会」を開催するとともに、インターネット

を利用した情報交流システムを活用し、個

別プロジェクト活動等に関する情報を発信

する。また、北東アジア地域の子どもたち

の環境に対する意識を高めるため、「北東ア

ジアこども環境シンポジウム（仮称）」を開

催する。さらに、ＮＯＷＰＡＰのＣＥＡＲ

ＡＣに指定されたＮＰＥＣが実施する「富

山湾プロジェクト」による衛星データを活

用した水質測定を行う手法の開発や流動解

析プログラムの構築、赤潮に関するワーキ

ンググループ会議の開催等の事業を、国等

と連携を図りながら支援する。

　環日本海地域の様々な危機を回避し、持

続的な発展に向けた環境との共生をめざす

日本海学については、日本海学推進機構と

連携して、普及啓発や調査研究を推進する。

　「環境の保全及び創造に向けたみんなの

行動」については、「ノーマイカ－デー県民

運動」の推進を図るため、公共交通事業者

の協力を得て、「県・市町村統一ノーマイカ

ーデー」への一層の参加を県民に呼びかけ

る。また、自然に対する関心を深め、自然
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を愛する気持ちを身につけることを目的と

した自然保護講座（ジュニアナチュラリス

ト養成コースⅡ）を中学校卒業者から満２０

才未満の者を対象に開催する。

　県自らの環境への配慮の率先実行につい

て、新県庁エコプランやＩＳＯ１４００１による

環境マネジメントシステムに基づき、環境

にやさしいオフィス活動やエコイベント実

施方針による取組みを推進するとともに、

公共事業環境配慮方針に基づき、公共工事

の環境への負荷を軽減する取組みを推進す

る。

　また、グリーン購入調達方針に基づき、

環境物品等の調達に努めるとともに、県庁

ごみゼロ宣言に基づき、県庁本庁舎から排

出される廃棄物をすべてリサイクルするこ

とを目指して取組みを進める。

　「総合的な視点で取り組む環境の保全及

び創造」については、これまでの「富山・

高岡地域公害防止計画」に基づく事業の実

施状況や効果等を踏まえ、新たな計画の策

定について検討するとともに、環境影響評

価条例等に基づき、適切かつ円滑な環境影

響評価の実施を指導する。

　複雑で多様化する環境問題を解決し、快

適で恵み豊かな環境を保全し創造していく

ためには、今後とも県民一人ひとりが人間

活動と環境との関係について理解を深める

とともに、県民、事業者、行政が一体とな

って取り組んでいくことが必要である。

　このため、環境の恵沢の享受と継承、持

続的発展が可能な社会の構築及び環境保全

上の支障の未然防止、地球環境保全の推進

という環境基本条例の基本理念の実現に向

け、�とやま環境財団等と連携しながら、

地域に根ざした環境保全活動を展開するな

ど、環境基本計画に基づく各種施策を積極

的に推進していく。
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グッドトイレコンテスト「さわやか賞」受賞トイレ（１５年度）

富山市立光陽小学校トイレ

称名室堂線歩道（弘法）公衆トイレ
県立となみ野高等学校トイレ
（グッドメンテナンス部門）

福岡町観光物産館トイレ
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この他にもたくさんの製品が認定されています。

詳しくは県環境政策課にお問い合わせください。（ ）
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第１１章

環境の状況並びに環境の保全
及び創造に関する取組み　　

　１５年度における県内の環境の状況は、こ
れまで実施してきた各種の施策により、全
般に良好な水準を維持している。
　大気環境については、光化学オキシダン
トを除き、主な汚染物質である二酸化硫黄、
二酸化窒素及び浮遊粒子状物質は環境基準
を達成している。また、有害大気汚染物質
のうち、環境基準が設定されているベンゼ
ン、トリクロロエチレン、テトラクロロエ
チレン及びジクロロメタンは、すべて環境
基準を達成している。さらに、悪臭につい
ても、生活環境への著しい支障は生じてい
ない。
　水環境については、河川や湖沼では全地
点で環境基準を達成しており、海域の水質
も改善の傾向がみられる。
　土壌環境については、神通川流域におい
て、農用地土壌汚染対策計画に基づき復元
事業が進められているほか、黒部地域では
復元事業を完了している。
　地下水については、道路などの消雪用揚
水設備は増加しているが、地下水位はおお
むね横ばいの傾向にある。
　騒音、振動については、生活環境への著
しい支障は生じておらず、道路に面する一
部の地域を除き、おおむね良好な状況とな
っている。
　ダイオキシン類については、住居地域や
工業地域等における大気、主要な河川の水
質や底質、海域の水質や底質、地下水及び
土壌のほとんどで環境基準を達成している
が、富岩運河では達成していない地点があ
った。
　廃棄物については、減量化・リサイクル
が進められるとともに、全般的に適正処理
が行われている。
　自然環境については、多様な自然環境の
保全や生物の多様性の確保が図られるとと

もに、自然とのふれあいの場や機会の確保
など自然との共生が図られている。
　しかしながら、富山湾の水質汚濁や富岩
運河のダイオキシン類汚染などの解決すべ
き課題も残されており、１５年度においても、
各種計画の推進や県民総ぐるみによる活動
の展開など、環境の保全及び創造に関して
各種施策を講じている。
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　都市・生活型公害から地球環境問題まで
広範多岐にわたる今日の環境問題に適切に
対応するため、７年１２月に環境基本条例を
制定した。この条例は、快適で恵み豊かな
環境を保全し、及び創造することを目標に、
「環境の恵沢の享受と継承」、「持続的発展

が可能な社会の構築及び環境保全上の支障
の未然防止」並びに「地球環境保全の推進」
の３つを基本理念として、環境の保全と創
造に向けた行政、事業者、県民の責務を明
示している。環境基本条例の体系図は図１‐
１のとおりである。

第 １ 節 基本的施策の推進

　図１‐１　環境基本条例の体系図

１　環境基本条例

＊環境の保全と創造 … 「環境の保全」とは、公害の防止や自然保護など環境を人にとって良好な状態に保持すること
をいい、環境基本条例では、「環境の保全」に加え、良好な生活空間の形成し、地域の個性を活かした快適な環境
を「創造」することまで含めて「環境の保全と創造」という。

　健康で文化的な生活を送るためには、快
適で恵み豊かな環境が不可欠であり、将来
にわたって、県民の貴重な財産であるすば
らしい環境を守り育てていくことが必要で
ある。このため、環境基本条例の基本理念

を踏まえ、環境の保全と創造＊　に関する各
種施策を計画的に推進し、県民総ぐるみで
清らかな水と豊かな緑に恵まれた快適な環
境づくりに取り組んでいく必要がある。
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２　環境基本計画

　環境基本計画は、環境基本条例の基本理
念の実現に向けて、快適で恵み豊かな環境
の保全と創造に関する施策の総合的かつ計
画的な推進を図るために、環境基本条例第
１１条の規定により施策の大綱や必要な推進
事項を盛り込んで１０年３月に策定したもの
であり、県における環境の保全と創造に関
する基本となる計画である。
　今日の環境に関する課題は、県や市町村
のみならず、県民、事業者等の各主体が連
携、協力しながら、それぞれの立場で自主
的かつ積極的に取り組まなければ解決でき
ないものとなっている。この計画は、環境

の保全と創造に向けて各主体に求められる
取組みの指針となるものである。
　なお、政策の柱である五つの立県構想の
一つとして「環境立県」を掲げた県民新世
紀計画の策定や各種法令等の整備により環
境を取り巻く状況が変化していることや、
富山湾の水質汚濁や富岩運河のダイオキシ
ン類汚染等の新たな課題への対応が求めら
れていることなどから、１６年３月に環境基
本計画を改定した。
　本県の環境行政における環境基本計画の
位置付け及び計画に定めた施策の概要は、
図１‐２及び図１‐３のとおりである。

　図１‐２　環境基本計画の位置付け

（注）この計画の趣旨を踏まえ、１６年３月には、地域レベルで地球温暖化対策に取り組むための地球温暖化対策推
進計画を策定
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　図１‐３　環境基本計画の施策の概要

１　安全で健康な生活環境の確保

　　�　健康で快適な大気環境の確保
　　　　　・ブルースカイ計画の推進
　　　　　・かおり環境の保全
　　�　豊かで清らかな水環境の確保
　　　　　・クリーンウオーター計画の推進
　　　　　・富山湾水質汚濁対策の推進
　　�　健やかで豊かな生活を支える土壌環境と地下水の確保
　　　　　・農用地土壌汚染対策の推進
　　　　　・市街地等の土壌汚染対策の推進
　　　　　・地下水指針の推進
　　�　騒音、振動のないやすらかな環境の実現
　　　　　・適正な土地利用、総合的な自動車騒音対策等の推進
　　　　　・音風景の保全
　　�　化学物質による環境リスクの低減
　　　　　・化学物質の環境モニタリングとリスクの低減
　　　　　・化学物質管理指針の策定とリスクコミュニケーションの推進
　　　　　・富岩運河のダイオキシン類対策の推進
　　�　公害被害等の防止と解決
　　　　　・イタイイタイ病対策の推進
　　　　　・公害紛争・苦情の未然防止と解決

２　環境への負荷が少ない循環型社会の構築

　　　・とやま廃棄物プランの推進
　　　・廃棄物の発生抑制等の推進
　　　・廃棄物の循環的利用の推進
　　　・廃棄物の適正処理の確保
　　　・廃棄物処理施設の整備促進

３　自然と共生したうるおいのある環境の実現

　　�　すぐれた自然環境の保全
　　　　　・自然環境指針の推進
　　　　　・自然環境の保全と適正な利用の推進
　　�　自然とのふれあいの確保
　　　　　・自然とふれあう機会の確保
　　　　　・ナチュラリスト、バードマスター等の育成
　　　　　・登山道、公衆トイレ等の整備
　　�　生物多様性の確保
　　　　　・生態系や種、遺伝子の多様性の保全
　　　　　・ふるさと生き物環境づくりマニュアルの活用

４　快適な環境づくり

　　�　心地よい水辺環境の創造
　　　　　・水辺空間の創出、名水等の保全
　　　　　・水辺等における清掃や美化活動の推進
　　�　里や街における豊かな緑の保全と創造
　　　　　・花と緑の新世紀プランの推進
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　　　　　・公園、道路等の緑化の推進
　　�　うるおいのある景観の保全と創造
　　　　　・景観条例に基づく景観づくりの推進
　　　　　・各種事業における景観への配慮の推進
　　�　歴史や文化をいかした街づくり
　　　　　・歴史的・文化的遺産の保全と景観への配慮の推進
　　　　　・歴史的・文化的背景をいかした街づくりの推進
　　�　快適なトイレの推進
　　　　　・快適トイレプランの推進

５　地球環境の保全への行動と積極的貢献

　　�　地球環境保全行動計画の推進
　　　　　・省資源、省エネルギーの推進
　　　　　・フロン対策等の推進
　　�　地球環境の保全のための対策の推進
　　　　　・地球温暖化対策推進計画（とやま温暖化ストップ計画）の推進
　　　　　・酸性雨、黄砂対策の推進
　　�　環日本海地域の環境の保全と国際環境協力
　　　　　・環日本海環境協力センターを中核拠点とした海洋環境保全対策の推進
　　　　　・北太平洋行動計画（NOWPAP）への支援、協力
　　　　　・日本海学の推進

６　環境の保全及び創造に向けたみんなの行動

　　�　環境保全活動へのみんなの参加
　　　　　・とやま環境財団を中核拠点とした県民の環境保全活動への参加の促進
　　　　　・企業、県民、民間団体の環境保全活動の支援
　　�　環境問題の理解と対応のための教育・学習
　　　　　・環境教育基本計画の推進
　　　　　・とやま環境財団を中核拠点とした環境教育・学習の推進
　　　　　・こどもエコクラブの活動の支援
　　�　事業者としての県の環境保全率先行動
　　　　　・新県庁エコプランの推進
　　　　　・ISO１４００１による環境への配慮
　　　　　・グリーン購入の推進

７　総合的視点で取り組む環境の保全と創造

　　�　環境問題の解決に向けた公害防止計画
　　　　　・公害防止計画に基づく施策の推進
　　�　事業実施に当たっての環境への影響評価の推進
　　　　　・環境影響評価条例に基づく環境影響評価の推進
　　　　　・公害防止条例や土地対策要綱による事前審査
　　�　環境の保全及び創造を支える調査研究等の推進
　　　　　・調査研究の推進
　　　　　・県内外の研究機関との共同研究の推進
　　�　環境コミュニケーションの推進
　　　　　・環境情報の充実、情報公開の推進
　　�　県民参加による新たな環境保全の仕組みづくり
　　　　　・県民参加による仕組みづくりの検討
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１　健康で快適な大気環境の確保

　健康や生活環境に対して被害が生じない
よう、大気、水、土壌その他の環境の自然
的構成要素が良好な状態に保持されること
は、健やかに暮らしていくために最も基本
的なことである。環境基準＊１の達成状況等
からみると県内の環境はおおむね良好であ

るが、海域の水質汚濁や道路周辺の騒音な
ど良好な状況とはいえない項目がある。ま
た、富岩運河のダイオキシン類汚染など有
害化学物質による環境汚染に対しても適切
に対応していく必要がある。

�　大気環境の状況
　　大気環境の指標として、二酸化硫黄＊２

や二酸化窒素＊３等について環境基準が定
められ、環境の監視及び排出の抑制が行
われている。
　　１５年度における一般大気環境中の二酸
化硫黄及び二酸化窒素については、県内
２５の一般環境観測局すべてで環境基準を
達成している。
　　浮遊粒子状物質＊４については、黄砂＊５

の影響を受けやすいものの、すべての観
測局において環境基準を達成している。
　　光化学オキシダント＊６については、高
温無風の晴天時に環境基準値を超過する
ことが多く、観測時間に対する環境基準
を超過した時間の割合は、４．２～１２．７％で
あった。
　　また、大気汚染防止法で定められてい
る緊急時については、１４年６月に滑川市
で光化学オキシダントの注意報を発令し

たが、１５年度においては注意報等の発令
はなかった。

　　主な大気汚染物質の環境基準達成率の
推移は、表１‐１のとおりである。また、
その年平均値の推移は、図１‐４のとおり、
ここ数年間は、概ね横ばいで推移してい
る。

　　自動車排出ガスの環境濃度については、
一酸化炭素＊７、二酸化窒素は県内６の観
測局すべてで環境基準を達成している。
浮遊粒子状物質は、一般観測局と同様、
すべての観測局において環境基準を達成
している。また、主な大気汚染物質の年
平均値の推移は図１‐５のとおり、ここ数
年間は概ね横ばいで推移している。

　　これらの大気汚染物質については、大
気環境計画（４８年２月策定、１２年３月改
定。以下「ブルースカイ計画＊８」という。）
を推進し、環境基準の達成・維持を図る
ことにしている。

＊１環境基準　…　環境基本法等において政府が定めることとされている人の健康を保護し、生活環境を保全する上で
維持されることが望ましい環境の質の基準

＊２二酸化硫黄　…　ぜん息などの原因物質として知られる。化学式SO２。硫黄酸化物（SOx）とは、二酸化硫黄の
ほか、三酸化硫黄等を含む総称であり、硫黄分を含む燃料等を燃焼させることにより生じる。大気中では、ほと
んどが二酸化硫黄として存在する。

＊３二酸化窒素　…　高濃度になるとぜん息ににた症状の発症に関連があると言われている。化学式NO２。窒素酸化
物（NOx）とは、二酸化窒素のほか、一酸化窒素（NO）等を含む総称であり、窒素分を含む燃料等を燃焼のほ
か、燃焼時に空気中の窒素が酸化されることにより生じる。生成時点ではNOである場合が多い。一般的に濃度
が高い地区では、自動車からの負荷が大きい。

＊４浮遊粒子状物質　…　大気中に浮遊する粒子状の物質のうち粒径が１０μｍ以下のもの（１μｍ〔マイクロメートル〕
＝１０－６ｍ）。ＳＰＭ又はＰＭと略称する。浮遊粒子状物質には、発生源からばいじんとして排出されるもの、排
出されたガス状物質が大気中で粒子状に変化するもの、土壌の巻き上げなどの自然由来のものがあり、発生源、
性状とも多様である。肺や気管支などに沈着して呼吸器に影響を及ぼし、特にディーゼル車から排出される粒子
状物質について、健康に悪影響があるとの観点等から対策が求められている。

＊５黄砂　…　中国大陸の黄土地帯の砂が強風で吹き上げられ、偏西風にのって細かい砂が飛来する現象をいう。
＊６光化学オキシダント　…　窒素酸化物及び炭化水素類が太陽光線の照射を受けて光化学反応を起こすことにより生
成する酸化性の強い物質の総称であり、光化学スモッグの原因となる。高濃度では人の粘膜や呼吸器に影響を及
ぼすほか、植物等への影響も報告されている。

＊７一酸化炭素　…　血液中のヘモグロビンと結合して血液が酸素を運搬する機能を阻害する。化学式CO。燃料等の
不完全燃焼によって生じる。

＊８ブルースカイ計画　…　工場などから排出される硫黄酸化物や窒素酸化物等の量を削減し、環境基準を達成、維持
していくために策定している計画である。
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　表１‐１　主な大気汚染物質の環境基準達成率の推移（長期的評価＊）

注　環境基準達成率（％）＝〔環境基準達成観測局数／全観測局数〕×１００
　　＊　富山地方気象台により黄砂が確認された数日を除いて評価した値
　　＊＊黄砂が確認された数日を含めて評価した値

１５年度１４年度１３年度１２年度１１年度４８年度物 質 名

１００１００１００１００１００５０二 酸 化 硫 黄

１００１００１００１００１００１００二 酸 化 窒 素

１００１００＊（０＊＊）９６９６１００４５浮遊粒子状物質

　図１‐４　主な大気汚染物質の年平均値の推移（一般環境観測局）

　図１‐５　主な大気汚染物質の年平均値の推移（自動車排出ガス観測局）

＊長期的評価　…　二酸化硫黄については、年間の１日平均値の高い方から２％を除外した値が０．０４ppmを超えず、か
つ１日平均値が０．０４ppmを超える日が２日以上連続しない場合に、二酸化窒素については、年間の１日平均値の低
い方から９８％に当たる値が０．０４ppmから０．０６ppmのゾーン内又はそれ以下の場合にそれぞれ環境基準に適合する
ものとしている。
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　　また、県は、大気汚染の状況について常
時監視を実施しており、緊急時に迅速に
対応するため、図１‐６のとおり、高度情
報通信ネットワークの衛星回線を利用し
た大気環境ネットワークを整備している。

　　悪臭については、実態把握等のため工
場・事業場の敷地境界とその周辺環境に
おいて悪臭物質の測定調査を行っており、
必要に応じて施設の改善や維持管理の徹
底等を指導している。 

　図１‐６　大気環境ネットワークの状況

�　大気環境の保全対策
　ア　法令等に基づく規制の概要
　　�ア 　大気汚染防止法等による規制
　　　　大気汚染防止法は、工場・事業場

における事業活動並びに建築物の解
体等に伴うばい煙及び粉じんの排出
等を規制するとともに、有害大気汚
染物質対策の推進や自動車排出ガス
に係る許容限度の設定等により、大
気汚染の防止を図っている。

　　　　１５年度末のばい煙発生施設の届出
状況は、総施設数が３，０４３施設（１，２６７
工場・事業場）であり、種類別では、ボ
イラーが２，００２施設（構成比６６％）で
最も多く、次いでディーゼル機関２７０
施設（構成比９％）、金属加熱炉１６６
施設（構成比５％）の順となってい
る。

　　　　また、一般粉じん発生施設の届出
状況は、総施設数が１，０３５施設（２２８

工場・事業場）であり、種類別では、ベ
ルトコンベアが３６４施設（構成比
３５％）で最も多く、次いで堆積場３２０
施設（構成比３１％）、破砕機・摩砕機
２８６施設（構成比２８％）の順となって
いる。

　　　　さらに、公害防止条例では、法の
規制対象外の施設を対象として、大
気汚染に係る施設の届出を義務付け
るとともに、ばい煙、粉じん及び有
害ガスの排出を規制している。

　　�イ 　大気汚染緊急時対策要綱による措置
　　　　大気の汚染が著しくなり、人の健

康又は生活環境に被害が生ずるおそ
れのある場合は、大気汚染防止法及
び大気汚染緊急時対策要綱に基づき、
協力工場へのばい煙排出量削減の要
請や学校、一般住民などへの周知を
行っている。

　　　　また、近年、沿岸部や山間部でも
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光化学オキシダントが高くなる傾向
にあることから、１５年度に要綱を改
正し、緊急時の措置の適用地域を県
内全域に拡大した。

　　　　大気汚染緊急時対策要綱の概要は、
次のとおりである

　　　ａ　適用地域
　　　　　県内全域
　　　ｂ　対象物質
　　　　　硫黄酸化物、光化学オキシダン

ト、浮遊粒子状物質、二酸化窒
素

　　　ｃ　緊急時の種類
　　　　　情報、注意報、警報、重大警報
　　　ｄ　緊急時の発令基準
　　　　　緊急時の発令基準は表１‐２の

とおりであり、発令は対象地域
ごとに１局以上の常時観測局に
おいて、対象物質の濃度が発令
基準のいずれかに該当し、かつ、
気象条件からみて汚染の状況が
継続すると認められる場合に行
う。

　　�ウ 　悪臭防止法等による規制
　　　　悪臭防止法は、規制地域において、

工場・事業場の敷地境界での悪臭物
質の濃度や気体排出口及び排水口に
おける悪臭物質の排出等を規制する
ことにより、悪臭の防止を図ってい
る。

　　　　規制地域は、富山市、高岡市、新
湊市、魚津市、氷見市、滑川市、黒
部市、砺波市、小矢部市、大沢野町、大
山町、上市町、立山町、入善町、朝
日町、八尾町、婦中町、小杉町、大
門町、大島町、城端町、庄川町、井
波町、福野町、福光町及び福岡町の
９市１７町のうち、都市計画法に基づ
く用途地域の定められている地域で
あり、アンモニア、メチルメルカプ
タン等２２物質について、工業専用地
域とその他の用途地域に区分し、事
業場の敷地境界、気体排出口及び排
水口における規制基準が設定されて
いる。

　　　　また、公害防止条例では、悪臭に
係る特定施設の届出を義務付けてい
る。

 

発　　　　　令　　　　　基　　　　　準
対 象 物 質

重 大 警 報警 報注 意 報情 報

０．５ppm　３時間

０．７ppm　２時間
０．５ppm　２時間

０．２ppm　３時間
０．３ppm　２時間
０．５ppm
４８時間平均値が
０．１５ppm以上

０．２ppm　２時間

０．３ppm
硫 黄 酸 化 物

０．４ppm０．２４ppm０．１２ppm０．１ppm光化学オキシダント

３．０mg�m３ ３時間―――２．０mg�m３ ２時間２．０mg�m３ 浮 遊 粒 子 状 物 質

１．０ppm―――０．５ppm０．４ppm二 酸 化 窒 素

注　表中の時間は、当該濃度が継続した時間を表す。

　表１‐２　緊急時の発令基準

　イ　ブルースカイ計画の推進
　　　ブルースカイ計画は、環境基本条例
に定める大気汚染の防止に関する個別
計画であり、大気環境を保全するため

の基本となる方向を示すものである。
　　　県では、１２年３月に改定したこの計
画に基づき、工場・事業場や自動車排
出ガスに係る対策を推進するとともに、
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ベンゼン、トリクロロエチレン、テト
ラクロロエチレン、ダイオキシン類等
の有害大気汚染物質や地球環境問題に
関しても各種施策を推進している。

　　　また、計画に掲げた各種施策を着実
に実施するため、県民、関係団体及び
行政で構成する大気環境計画推進協議
会において、各種施策の調整や進行状
況等について協議し、計画の推進を図
っている。

　　　ブルースカイ計画の概要は、次のと

おりである。
　　�ア 　計画目標
　　　　計画の目標は、「健康で快適な生活

ができるきれいな空の確保」とし、
具体的な目標は、表１‐３のとおりで
ある。

　　　　なお、目標が達成されている場合
は、その維持に努めるものとする。

　　�イ 　計画期間
　　　　おおむね１２～１６年度までの５か年

間とする。

環　境　上　の　条　件物　　　　質

１時間値の１日平均値が０．０４ppm以下であり、かつ、１時間
値が０．１ppm以下であること

二酸化硫黄

１時間値の１日平均値が１０ppm以下であり、かつ、１時間値
の８時間平均値が２０ppm以下であること

一酸化炭素

１時間値の１日平均値が０．１０mg�m３以下であり、かつ、１時
間値が０．２０mg�m３以下であること

浮遊粒子状物質

１時間値が０．０６ppm以下であること光化学オキシダント

１時間値の１日平均値が０．０４ppmから０．０６ppmまでのゾー
ン内又はそれ以下であること

二酸化窒素

１年平均値が０．００３mg�m３以下であることベンゼン

１年平均値が０．２mg�m３以下であることトリクロロエチレン

１年平均値が０．２mg�m３以下であることテトラクロロエチレン

１年平均値が０．６pg-TEQ�m３以下であることダイオキシン類

　表１‐３　具体的な目標

　　�ウ 　対象地域
　　　　富山県全域とする。
　　�エ 　計画の推進施策
　　　　計画目標の実現を図るため、次の

施策を総合的、計画的に推進する。
　　　①　大気環境の監視及び調査
　　　②　工場・事業場対策
　　　③　自動車排出ガス対策
　　　④　有害大気汚染物質対策
　　　⑤　地球環境保全対策
　　　⑥　その他関連対策
　　�オ 　計画の推進体制
　　　　県民、事業者、行政の役割分担を

明確にし、一体となって計画目標の
実現を図る。

　　　　また、県民、関係団体及び行政か
らなる大気環境計画推進協議会にお

いて、計画を効果的に推進する。

　ウ　監視測定体制の整備
　　�ア 　大気汚染常時観測局等の整備状況
　　　ａ　大気汚染常時観測局の概要
　　　　・一般環境観測局
　　　　　　一般環境の大気汚染を常時測

定するため、県や市町により一
般環境観測局２５局が設置されて
いる。

　　　　・自動車排出ガス観測局
　　　　　　自動車排出ガスを常時測定す

るため、県と富山市により主要
幹線道路近傍等に自動車排出ガ
ス観測局６局が設置されている。

　　　ｂ　大気環境ネットワークの整備状況
　　　　　大気汚染の状況を的確に把握し、
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光化学オキシダント等の大気汚染
緊急時に迅速に対応するため、高
度情報通信ネットワークの衛星回
線を利用し、一般環境観測局２５局、
自動車排出ガス観測局６局、中継
局１３局、市町村環境情報提供シス
テム及び緊急時一斉指令システム
等からなる大気環境ネットワーク
を整備している。

　　　　　なお、これまでのシステムは老
朽化による故障が頻発しているこ
とから、１５年度に環境科学センタ
ー局及び県庁局のシステムを更新
した。

　　　　　また、県内の大気汚染状況を県
民に広く知ってもらうため、県の
ホームページや携帯電話で大気汚
染の状況を見ることができるシス
テムを整備している。

　　�イ 　大気汚染常時観測局の適正配置
　　　　県では、１４年度に策定した大気汚

染常時観測局適正配置計画に基づき、
観測局の効率的、計画的な配置を行
うこととしており、１５年度は富山水
橋観測局、富山神明観測局及び高岡

波岡観測局における二酸化硫黄の測
定を、他の観測局に集約した。大気
汚染常時観測局適正配置計画の概要
は、表１‐４のとおりである。

　　�ウ 　環境放射能測定機器の整備状況
　　　　県内における環境放射能＊ の実態

を把握するため、文部科学省のモニ
タリング調査の一環として、環境科
学センターにサーベイメータ、モニ
タリングポスト、ＧＭ式ベータ線測
定装置、ゲルマニウム半導体核種分
析装置を整備し、一般環境中の放射
能について測定を行っている。

　エ　監視指導
　　�ア 　大気汚染防止法等に基づく監視指導
　　　　大気汚染防止法及び公害防止条例

に基づく対象工場・事業場（中核市
である富山市を除く。）延べ１４０工場・
事業場を対象に立入検査を実施し、
排出基準等の適合状況及び対象施設
の維持・管理状況や届出状況につい
て確認するとともに、２０工場・事業
場について改善を指導した。

　　　　また、ブルースカイ計画に基づく

＊環境放射能　…　環境中に存在する放射能には、人工のものと天然のものがある。人工の放射能は、大気圏内核実験
や原子力施設からの排出物として環境中に存在する可能性があり、代表的なものには、ウラン、プルトニウム等の
核分裂により生成するストロンチウム－９８、セシウム－１３７等がある。天然の放射能には、カリウム－４０等がある。

１４年度から２４年度まで計画期間

�　一般環境観測局
　・浮遊粒子状物質及び光化学オキシダントは２５局を存続
　・二酸化硫黄は２５局を１６局に集約
　・二酸化窒素は２５局を１７局に集約
�　自動車排出ガス観測局
　・自動車交通量の増大から観測局を１局増設するとともに、既存の観測局をより

交通量の多い沿線に移設

概 要

年次計画

　表１‐４　大気汚染常時観測局適正配置計画の概要

備　考
年　　　　　　　　　　　　度

測定項目区　分
２４２３２２２１２０１９１８１７１６１５１４

２５局→１６局△１△１△１△１△１△１△３二 酸 化 硫 黄

一般環境
観 測 局

２５局→１７局△１△２△３△２二 酸 化 窒 素

２５局→２５局浮遊粒子状物質

２５局→２５局オキシダント

６局→７局
増設１
移設１

自動車排出ガス
観　　測　　局
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対象工場・事業場について、燃料中
の硫黄分や窒素酸化物の排出状況を
調査した。

　　�イ 　悪臭防止法等に基づく監視指導
　　　　悪臭の実態を把握するため、飼料・

有機質肥料製造業、化学工業、廃棄
物処理業の３工場・事業場で、敷地
境界とその周辺環境等の調査を実施
した。

　　　　その結果、悪臭防止法の対象とな
る工場・事業場においては規制基準
を下回っていた。

　オ　環境放射能調査
　　　文部科学省の委託を受けて、環境放
射能の実態を把握するため、日常生活
に関係のある各種環境試料中の放射能
を調査した。調査項目等は、表１‐５の
とおりである。その結果、県内におけ
る環境放射能の実態は、全国と同程度
であった。

　カ　畜産環境保全対策
　　　畜産農家の実態調査、巡回指導、ふ
ん尿の適正処理技術研修会を開催する
とともに、畜産環境保全に係る施設導
入に対し、補助や融資を行った。

　　�ア 　指導及び技術研修会の開催
　　　　県、市町村及び農業団体の連携に

よる総合的な指導体制のもとに、畜
産農家の実態調査、巡回指導、水質
検査、悪臭調査等を実施した。この
うち、実態調査については、毎年７
月に実施しており、２１９戸の畜産農家
を調査した。その結果、ふん尿処理
施設の設置及び利用状況は、各畜種
とも発酵処理施設による利用が最も
多かった。また、畜産農家付近住民
から寄せられる苦情を未然に防ぐた
め、３２２戸に対して巡回指導を行うと
ともに、水質検査を３９戸、悪臭調査
を４戸で実施した。

　　�イ 　健全な畜産経営の育成
　　　　家畜の飼養に伴って生ずる衛生環

境阻害要因の除去、施設の改善及び
畜舎周辺の美化運動等を推進すると
ともに、地域社会と調和した清潔で
快適な畜産環境の維持を推進した。
また、家畜ふん尿を適正に処理した
堆肥づくり、堆肥利用の組織づくり
及び各種補助制度を活用した処理施
設の設置等について、積極的に指導
した。各種補助制度の実績は、補助
事業については６件（６６，３８７千円）、
補助付きリース事業については２件
（４７，８５５千円）となっている。

測　定　方　法
調査回数
（回 /年）

調査地点試　　料　　名調査項目

サーベイメータ１２小杉町空 気空 間 放 射
線 量 率 モニタリングポスト連　続〃〃

ＧＭ式ベータ線
測定装置

降雨毎〃降 水全ベータ線

ゲルマニウム半導体
核種分析装置

４〃大 気 浮 遊 じ ん

核種
ガンマー線

１２〃降 下 物

２〃水 道 水

１〃米

１富山市野菜（ほうれんそう）

１小杉町 〃 （大　　　　根）

２砺波市牛 乳

４小杉町日 常 食

１〃土　壌（上層、下層）

　表１‐５　環境放射能調査の概要
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２　豊かで清らかな水環境の確保

�　水環境の状況
　　水質環境の指標として、カドミウムや
水銀などの人の健康に関連して定められ
た項目（健康項目）や生物化学的酸素要
求量（ＢＯＤ）＊１などの生活環境の保全に
関連して水域の利用目的に応じて定めら
れた項目（生活環境項目）等について環
境基準が定められ、環境の監視及び排出
の抑制が行われている。
　　県では、水環境の状況を監視するため、
図１‐７のとおり、２７河川で５１水域９０地
点、３湖沼で３水域６地点、２海域で７
水域２８地点の合計６１水域１２４地点で定期
的に水質測定を行っている。河川、湖沼、
海域の公共用水域における環境基準の達
成状況は、健康項目については、調査を
開始した４６年度以降すべての水域で達成
している。また、生活環境項目について
は、表１‐６のとおり、１５年度は河川及
び湖沼では１００％の達成率であったが、海
域では８８％で、全体では９６％となってい
る。
　　生活環境項目に係る水質の推移をみる
と、図１‐８のとおり、過去に著しい汚
濁がみられた小矢部川や神通川などは、

大幅に改善され、近年は清浄になってき
ている。また、庄川や常願寺川、黒部川
などは現在もその清流を保っている。さ
らに、中小の河川のうち、生活排水の影
響がみられた都市河川は、徐々に改善さ
れている。それぞれの河川の水質の状況
は、図１‐９のとおり、ほとんど環境基
準のＡＡ～Ａ類型＊２に相当する清浄な水
質を維持している。

　　湖沼は、清浄な水質を維持しており、
すべての湖沼で継続して環境基準を達成
している。

　　また、海域は、９年度以降、環境基準
達成率は低い状況で推移していたが、１４
年度は８４％、１５年度は８８％と改善傾向が
みられる。しかしながら、汚濁メカニズ
ムなど未解明な部分もあり、今後とも調
査研究を継続していくことにしている。

　　地下水については、２年度からカドミ
ウムや水銀などの人の健康に関する項目
の水質測定を実施してきており、現在、
平野部の７６地点で測定している。その結
果、ほとんどの地域において良好な水質
が維持されている。また、過去に汚染が
判明した地域においても３９地点で測定を

１５年度１４年度１３年度１２年度１１年度５１年度区　　分

１００１００１００１００１００８１河 川

１００１００１００１００１００―湖 沼

８８８４４４６０３２８５海 域

９６９５８３８８８０８３全 体

注１　有機汚濁の代表的な水質指標であるBOD（河川）、COD（湖沼及び海域）による。
　２　環境基準達成率は、環境基準点数に対する環境基準達成点数の割合である。

　表１‐６　河川、湖沼、海域における環境基準達成率の推移 （単位：％）

＊１生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） … 水中の汚濁物質（有機物）が微生物によって分解されるときに必要な酸素の
量で河川の汚濁を示す代表的な指標。湖沼及び海域では、化学的酸素要求量（ＣＯＤ）が汚濁の代表的指標とな
っているが、この指標は水中の汚濁物質が化学物質によって分解されるときに必要な酸素の量である。

＊２水質の環境基準の類型　…　公共用水域の水質の環境基準は、水の利用目的に応じて、河川の場合はＡＡ～Ｅ類型
の６つに、湖沼の場合は、ＡＡ～Ｃ類型の４つに、海域の場合はＡ～Ｃ類型の３つに分類されている。河川や湖
沼のＡＡ類型、海域のＡ類型は最も清浄な水質を目標とする水域である。
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行っており、汚染範囲の拡大はみられて
いない。
　　これらの公共用水域及び地下水の水質
を保全するため、水質環境計画（６２年２
月策定、１４年３月改定。以下「クリーン
ウオーター計画＊ 」という。）に基づき、
公共下水道、農村下水道の整備や合併処
理浄化槽の設置などの事業を積極的に行
うとともに、有害化学物質等汚染防止対
策、国際協力の推進などの施策を推進し
ている。
　　また、富山湾の水質汚濁については、
学識者で構成する「富山湾水質保全研究
会」で汚濁機構の解明と必要な対策につ
いて検討した結果、原因は窒素、りんで
あるとされたため、クリーンウオーター
計画の改定において、表１‐７のとおり富
山湾海域における窒素、りんの水質環境
目標を設定し、対策を推進している。

�　水環境の保全対策
　ア　法令等に基づく規制の概要
　　　水質汚濁防止法では、公共用水域の
水質汚濁の防止を図るため、工場・事
業場から排出される水に全国一律の排
水基準を設定し、規制している。

　　　また、この一律基準では水質汚濁の
防止が不十分と認められる水域につい
ては、条例でより厳しい排水基準（上
乗せ排水基準）を設定できることにな
っており、本県では、主要な公共用水
域について上乗せ排水基準を設定して
いる。

　　　規制の対象は、特定施設を設置して

いる工場・事業場であり、現在、政令
で１０１業種等の施設が指定されている。
１５年度末における特定施設の届出状況
は、３，３８２工場・事業場であり、地域別
では、富山市が１８％、高岡市が１２％を
占めている。また、業種別では、旅館
業が１９％、食料品製造業が１６％となっ
ている。

　　　また、本県では、公害防止条例によ
り、法の規制対象外の施設を対象とし
て、特定施設を追加指定するとともに、
排水基準を設定し、水質汚濁の未然防
止を図っている。

　　　さらに、地下水汚染を防止するため、
水質汚濁防止法及び公害防止条例によ
り、有害物質を含む水の地下浸透を禁
止している。

　イ　クリーンウオーター計画の推進
　　　クリーンウオーター計画は、環境基
本条例に定める水質汚濁の防止に関す
る個別計画であり、河川、湖沼、海域
及び地下水の水質環境を保全するため
の基本となる方向を示すとともに、県
及び市町村の事業、事業者の活動など
水環境を利用する際の指針となるもの
である。

　　　県では、１３年度に改定したこの計画
に基づき、富山湾の水質改善対策とし
て、海域へ流入する窒素、りんの削減
対策を総合的、計画的に推進するとと
もに、有害化学物質対策として有害化
学物質の環境への排出状況の把握や適
正な管理を推進している。

り　　　　　ん窒　　　　　素水　　域　　名

０．０１６mg��以下０．１７mg��以下小矢部川河口海域（乙）

０．０１７mg��以下０．２３mg��以下神通川河口海域（乙）

０．０１０mg��以下０．１４mg��以下その他の富山湾海域

　表１‐７　富山湾海域における窒素・りんの水質環境目標

＊クリーンウオーター計画 … “魚がすみ、水遊びが楽しめる川、湖、海及び清らかな地下水”を実現することを目標
とし、望ましい水質環境を将来にわたって維持していくために策定している計画である。
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　図１‐７　水質の監視測定地点
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　図１‐８　河川、湖沼及び富山湾の水質の推移
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　図１‐９　河川の水質状況（１５年度）
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　　　また、クリーンウオーター計画を総
合的、計画的に推進するため、県、市
町村、関係団体等からなる水質環境計
画推進協議会において、生活排水対策
等の具体的な推進について検討を行っ
ている。

　　クリーンウオーター計画の概要は、次

のとおりである。
　　�ア 　計画目標
　　　　計画の目標は、「きれいな水」と

「うるおいのある水辺」の確保とし、
具体的な目標は表１‐８のとおりと
する。 

　表１‐８　具体的な目標

環境基準有害物質

公共用水域
き れ い な 水

環境基準のＢ類型相当以上※河川の水質

環境基準のＡ類型相当以上湖沼の水質

環境基準のＢ類型相当以上※海域の水質

環境基準有害物質地 下 水 域

周辺の景観と調和が図られ、水や緑、魚などの自然と触れ
あうことができ、散策など憩いの場が確保されていること

水 辺 空 間うるおいのある水辺

※　環境基準がＡＡ類型やＡ類型に指定されている水域については、その環境基準の達成維持を目標と
する。

　　�イ 　計画期間
　　　　計画の期間は、特に定めないもの

とする。なお、おおむね５年を目途
に、施策等の見直しを図るものとす
る。

　　�ウ 　対象水域
　　　　県下全域の公共用水域及び地下水

域とする。
　　�エ 　計画の推進施策
　　　　計画目標の実現を図るため、次の

施策を総合的・計画的に推進する。
　　　①　水質調査
　　　②　排水対策
　　　③　水域の保全
　　　④　環境保全活動等
　　�オ 　計画の推進体制
　　　　行政、事業者、県民の役割分担を

明確にし、一体となって計画目標の
実現を図る。

　　　　また、国、県、市町村、関係団体
からなる水質環境計画推進協議会に
おいて、計画を効果的に推進する。

　ウ　監視測定体制の整備
　　　水質汚濁防止法に基づき、公共用水
域及び地下水の水質測定計画を作成し、

公共用水域では２７河川、３湖沼、２海
域の１２４地点、地下水では定期モニタリ
ングの１１５地点で水質を監視している。

　　　また、国と連携して、小矢部川、庄
川、神通川、常願寺川及び黒部川の５
河川６監視所において、自動測定機に
よる水質の常時監視を行っている。

　エ　監視指導
　　　水質汚濁防止法及び公害防止条例に
基づく規制工場・事業場等（中核市で
ある富山市を除く。）延べ３４４工場・事
業場を対象に、排水基準の適合状況及
び汚水処理施設の管理状況等について、
立入検査を実施し、５工場・事業場に
対して、汚水処理等の改善を指導した。

　オ　富山湾水質改善対策
　　　富山湾の水質改善を図るため、工場・
事業場対策として、主要な１００工場・事
業場において排水中の窒素、りんの濃
度を調査し、窒素、りん削減の技術指
導を行った。

　　　また、排出量が５０ｍ３／日以上の工
場・事業場を対象に窒素、りんの排出
量実態調査を実施したところ、１５年度
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における窒素、りんの年間排出量は、
クリーンウオーター計画の基準年度で
ある１１年度と比較すると減少傾向にあ
った。

　　　さらに、事業者、行政等から構成す
る「富山湾水質改善対策推進協議会」
を設置し、窒素、りんの削減に関する
効率的、効果的な技術等の情報交換、
事例紹介等を行い、工場・事業場に対
する意識啓発を行った。

　カ　水質環境の各種調査
　　�ア 　窒素・りん環境調査
　　　　河川や海域における全窒素及び全

りんの実態を把握するため、河川５７
地点、海域２５地点で調査を実施した。

　　　　その結果、河川の全窒素及び全り
んの濃度は一般的に人為的汚濁源の
多い河川で高く、有機汚濁の状況と
ほぼ類似した傾向を示していた。

　　　　また、富山湾の全窒素は、環境基
準のⅠ類型（０．２mg/�以下）～Ⅱ
類型（０．３mg/�以下）、全りんは環
境基準のⅠ類型（０．０２mg/�以下）
に相当する水質であったが、クリー
ンウオーター計画で設定した水質環
境目標の適合率は、全窒素で２９％、
全りんは７１％であった。

　　�イ 　要監視項目環境調査
　　　　公共用水域における要監視項目＊

の実態を把握するため、河川５２地点
で１５項目について調査を実施した。

　　　　その結果、フェニトロチオン、ニ
ッケル、モリブデン及びアンチモン
が検出された。

　　�ウ 　湖沼水質調査
　　　　主要な湖沼の水質の現況を把握し、

水質汚濁の未然防止に資するため、
室牧ダム貯水池、五位ダム貯水池、
子撫川ダム貯水池の３湖沼で水質調
査を実施した。

　　　　その結果、有機汚濁の指標である
ＣＯＤについては、室牧ダム貯水池
及び五位ダム貯水池が環境基準のＡ
類型（３mg/�以下）、子撫川ダム
貯水池が環境基準のＢ類型（５mg/
�以下）に相当する水質であった。

　　�エ 　海水浴場水質調査
　　　　海水浴シーズン前に海水浴場の水

質実態を把握するため、主要８海水
浴場について調査を実施した。

　　　　その結果、すべての海水浴場が水
浴に適した良好な水質であった。

　　�オ 　神通川第一発電所ダム水質調査
　　　　神岡鉱業㈱との「環境保全等に関

する基本協定」に基づき、カドミウ
ムについて神通川第一発電所ダムで
毎月、１日５回の調査を実施した。

　　　　その結果、不検出（０．０００１mg/�
未満）～０．０００１mg/�以下であり、
環境基準値（０．０１mg/�）の１ /１００
の極めて低い値であった。

　　�カ 　底質調査
　　　ａ　重金属底質調査
　　　　　公共用水域における底質の重金

属の状況を把握し、水質汚濁の未
然防止に資するため、河川（運河
を含む）及び港湾２３地点で調査を
実施したところ、総水銀について
は暫定除去基準の２５ppmを超え
る地点はみられなかった。

　　　ｂ　ＰＣＢ底質調査
　　　　　ＰＣＢによる環境汚染の状況を

把握するため、河川２地点の底質
について調査を実施したところ、
暫定除去基準の１０ppmを超える
地点はみられなかった。

　　�キ 　工場周辺地下水調査
　　　　局所的な地下水汚染に対応するた

め、有害物質である１，２- ジクロロ
エタンを使用している５工場の下流
側それぞれ３地点で水質調査を実施

＊要監視項目 … 人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、現時点で
は直ちに環境基準を設定せず、引き続き知見の集積に努めることとされているものである。現在、ニッケルやモリ
ブデン等２７物質が位置付けられている。
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したところ、いずれの地点において
も１，２- ジクロロエタンは検出され
なかった。

　　�ク 　立山環境調査
　　　　立山地区の水質環境の保全を図る

ため、常願寺川上流部の河川等の環
境１３地点及び発生源１０事業場の水質
調査を実施した。

　　　　その結果、発生源においてはいず
れも排水基準に適合しており、河川
環境においてもＢＯＤについてはい
ずれも環境基準ＡＡ類型に相当する
良好な水質であった。

　　�ケ 　水生生物調査
　　　　広く水質保全意識の普及啓発を図

るため、中学校や高等学校の科学部
等の各種団体の協力を得て、河川の
水生生物調査を実施しており、１５年
度は、７団体１７９名の参加により、６
河川の１０地点で調査を実施した。

　キ　各種の水環境保全対策
　　�ア 　下水道の整備
　　　　１２年度に策定した全県域下水道化

新世紀構想に基づき、流域下水道、
公共下水道、特定環境保全公共下水
道の整備を計画的に進めている。１５
年度までに３３市町村で整備が進めら
れて、１５年度末で３３市町村すべてに
おいて供用を開始している。

　　　　流域下水道のうち、高岡市等４市
７町１村を対象とした小矢部川流域
下水道事業については、７年度から
関係１２市町村すべてにおいて供用を
開始しており、新湊市等３市５町１
村を対象とした神通川左岸流域下水
道事業については、９年度から富山
市、新湊市、小杉町及び大島町、１０
年度から高岡市、１１年度から大門町、
１２年度から婦中町、１３年度から八尾
町が供用を開始している。

　　　　また、公共下水道については、富
山市等９市１７町１村で、特定環境保
全公共下水道については、富山市等
９市１８町５村で事業を実施している。

　　　　なお、１４年度末の下水道普及率は
６５％（全国第１１位、全国平均普及率
６５％）となっている。

　　�イ 　農村下水道の整備
　　　　農村下水道の整備は、農業集落排

水事業や農村総合整備モデル事業等
において、農村下水道整備事業によ
り実施している。

　　　　１４年度末現在では、全体で３１市町
村１４７地区において事業を実施して
おり、計画処理人口１２６，１００人のうち
約８２，０００人について整備を終了して
いる。

　　�ウ 　コミニティ・プラントの整備
　　　　コミニティ・プラント（地域し尿

処理施設）は、郊外型ミニ下水道と
もいうべき生活雑排水とし尿を合わ
せて処理する施設で、廃棄物処理施
設整備事業により普及促進が図られ
ている。１４年度末現在で、４市町村、
１０施設（計画処理人口１０，６５６人）が
供用されている。

　　�エ 　合併処理浄化槽の整備
　　　　し尿と生活雑排水を合わせて処理

する合併処理浄化槽の設置について
は、６２年度から国が市町村に対して
補助を行っている。

　　　　県も、６３年度から市町村への補助
を行っており、１１年度からは、国庫
補助基準額の減額に伴い、市町村が
実施する上乗せ補助に対しても助成
を行っている。

　　　　１５年度は、２１市町において本事業
が進められた結果、５６０基の合併処理
浄化槽が設置され、１５年度末現在で
の設置数は、２１市町村において、
６，２５６基となっている。

　　　　なお、１３年４月以降の浄化槽の新
設は、原則として、合併処理浄化槽
とすることが義務付けられている。

　　�オ 　漁場環境保全対策
　　　　漁場環境の保全を図るため、監視

を行うとともに漁場公害に関する情
報の収集、定置網漁場の水質調査を
実施している。宮崎から氷見に至る
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定置網漁場を中心とする３６地点にお
いて、各調査地点ごとに３～１２回、
水温、pH、塩分、濁度、ＣＯＤを測
定するとともに、海況及び漁獲量も
併せて調査し、その結果をとりまと
め関係者に報告した。主な調査結果
を年間の最小値・最大値でみると、
pHについては、７．１～９．２、ＣＯＤ
は０．１～６．１㎎/�となっている。
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３　健やかで豊かな生活を支える土壌環境と地下水の確保

�　土壌環境と地下水の状況
　ア　土壌環境の状況
　　　土壌は、一旦汚染されるとその影響
が長期にわたり持続するという特徴が
あり、土壌の機能を保全する観点から、
重金属や有機塩素化合物等について環
境基準が定められている。また、農用
地については、「農用地の土壌の汚染防
止等に関する法律」に基づき、カドミ
ウム、銅及び素が特定有害物質として
定められている。

　　　県では、カドミウムによって汚染さ
れた農用地として、表１‐９、図１‐１０
に示すように神通川流域で１，５００．６ha、
黒部地域で１２９．５haを農用地土壌汚
染対策地域に指定している。このうち

神通川流域では、上流部の第１次地区
から順に第２次地区及び第３次地区の
一部において、汚染を除去するための
工事（土壌復元工事）が完了し、表１
‐１１のとおり６２年度以降６回にわたり、
計１，１０８．２haについてその指定を解
除した。さらに、第３次地区の残りに
ついても、３年度に策定した表１‐１０の
対策計画に基づいて対策工事を実施し
ている。一方、黒部地域については、
３年度に策定した表１‐１０の対策計画
に基づき土壌復元工事を実施し、９年
度に工事を完了した。１２年度には対策
工事の完了した一部地域を中心に、
６１．０haについてその指定を解除した。

黒部地域
神　　　　通　　　　川　　　　流　　　　域地区

計画の内容 計第３次地区第２次地区第１次地区

３年１１月１９日４年２月３日
１５年６月変更

５９年１月２０日　
３年９月４日変更

５５年２月６日告 示 年 月 日

１２９．５（１３２．１）１５００．６（１６４４．４）９５３．７（１，０５５．３）４５０．５（４８１．１）９６．４（１０８．０）計画面積（ha）

注　実数は台帳面積、（　）内は実測面積である。

注　面積は台帳面積である。

（単位：ha）　表１‐９　農用地土壌汚染対策地域の指定及び解除の状況

指定及び解除の年月日
汚　染
物　質

残る指
定面積
①－②

指　定　解　除　し　た　面　積対策地域
の指定面
積　　①

地　　　域　　　名
計　②第６回第５回第４回第３回第２回第１回

指定
４９年８月２７日
５０年１０月１７日

区域変更
５２年１月２８日
５２年１１月３０日

指定解除
第１回６２年６月９日
第２回３年６月１８日
第３回６年４月２５日
第４回９年８月１１日
第５回１２年８月１１日
第６回１５年７月３０日

カドミウム

２１．１― ― ― ― ― ― ― ２１．１富 山 市

左岸
地域

神通川
流 域

２２５．８６８６．２１８４．４１９２．２１２３．８１３０．９４２．４１２．５９１２．０婦 中 町

０．４８４．９― ― ― ８０．７４．２― ８５．３八 尾 町

２４７．３７７１．１１８４．４１９２．２１２３．８２１１．６４６．６１２．５１，０１８．４小 計

１４４．１２９３．５７３．５１２．０２３．６１．０１２９．２５４．２４３７．６富 山 市
右岸
地域

１．０４３．６０．１―　０．４０．５１４．１２８．５４４．６大沢野町

１４５．１３３７．１７３．６１２．０２４．０１．５１４３．３８２．７４８２．２小 計

３９２．４１，１０８．２２５８．０２０４．２１４７．８２１３．１１８９．９９５．２１，５００．６計

指定　　４８年８月９日
区域変更４９年１１月２８日
指定解除
第１回１２年８月１１日

カドミウム６８．５６１．０― ― ― ― ― ６１．０１２９．５黒 部 市
黒 部
地 域

　表１‐１０　神通川流域及び黒部地域における農用地土壌汚染対策計画策定状況
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　図１‐１０　農用地土壌汚染対策地域
　　　�　神通川流域 　　　�　黒 部 地 域

　イ　地下水の状況
　　　地下水については、地下水の採取に
関する条例（５１年制定。以下「地下水
条例」という。）に基づき、地盤沈下や
塩水化等の地下水障害を防止するため、
地域を指定して地下水の採取を規制し
ている。また、地下水の状況を把握す
るため、地下水位及び塩水化の監視測
定を実施するとともに適正揚水量等の
調査を実施している。

　　　地下水位は、近年、全体的に見て大
幅な変動はなく、おおむね横ばいで推
移しているが、市街地等の一部地域で
は、道路や建築物の消雪設備の増加に
よる冬期間の地下水位の低下が懸念さ
れているため、消雪設備の設置者に対
し、１３年１２月に作成した「消雪設備維
持管理マニュアル」に基づいて交互散
水方式等の節水型消雪方式の採用や降
雪感知器の適正な維持管理等について
指導するとともに、節水意識の啓発に

努めている。また、学識経験者等から
なる「冬期間地下水位低下対策推進委
員会」において、冬期間の安全水位に
関する調査研究を行っている。

　　　地下水の塩水化は、主として富山新
港を中心とした海岸部と小矢部川の河
口付近にみられ、近年、その範囲に大
きな変化はみられない。

　　　地下水位の観測地点は図１‐１１、地下
水位の推移は図１‐１２のとおりである。

　　　なお、県では、県内で初めて上部帯
水層と下部帯水層の両方の地下水位を
観測することができる観測井を高岡市
中田地区に設置し、１５年度から観測を
開始した。月平均の地下水位の状況は、
図１‐１３のとおり、上部帯水層と下部帯
水層の差は３～１７㎝であった。

　　　一方、地盤沈下については、６３年度
に富山地域及び高岡・射水地域におい
て水準測量＊ 調査を実施したが、沈下
は認められず、高岡・砺波地域の２か

＊水準測量 … 土地の高さを精密に測量する調査であり、この経年変化によって、地盤変動状況を把握し、地盤沈下
対策に利用している。
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　図１‐１１　地下水位の観測地点

所の観測井に設置している地盤沈下計
による常時観測でも、地盤沈下の目安
とされる年間１０mmを超える沈下は
認められていない。

�　土壌環境と地下水の保全対策
　ア　農用地の土壌環境保全対策
　　�ア 　神通川流域
　　　　神通川流域では、４６年に「農用地

の土壌の汚染防止等に関する法律」
が施行されたことに伴い、同年農用
地におけるカドミウム汚染調査を開
始した。

　　　　４６～５１年度の６年間にわたって、
両岸の農用地約３，１３０haを対象に、

玄米２，５７０点、土壌１，６６７点について
調査したところ、その結果は、表１
‐１１のとおりであった。

　　　　このうち、玄米中のカドミウム濃
度が１．０ppm以上の汚染米が検出さ
れた地点は２３０地点で、汚染米発生地
域の面積は約５００haであり、これら
の地域では水稲の作付が停止されて
いる。

　　　　また、この調査結果に基づき、汚
染米発生地域とその近傍地域のうち
汚染米が発生するおそれがある地域
を合わせた１，５００．６haを農用地土
壌汚染対策地域（以下「対策地域」
という。）として指定した。対策地域

　表１‐１１　玄米及び土壌中カドミウム濃度（神通川流域）

比　率
（％）

点　数
土壌中カドミウ
ム濃度（ppm）

比　率
（％）

点　数
玄米中カドミウ
ム濃度（ppm）

１１１８５０．５０未満６２１．５８９０．４０未満

４４７２５０．５０～０．９９２９７５１０．４０～０．９９

３０５００１．００～１．９９８１９８１．００～１．９９

１５２５７２．００以上１３２２．００以上

１００１，６６７計１００２．５７０計

（４６～５１年度調査）
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　図１‐１２　地下水位の推移
　　　�　高岡・砺波地域

　　　�　富　山　地　域

　図１‐１３　１５年度における中田観測井地下水位（月平均）
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内の汚染状況は、表１‐１２のとおり、
玄米中カドミウム濃度の平均は
０．９９ppm、土壌中カドミウム濃度の
平均は、作土で１．１２ppm、次層土で
０．７０ppmであった。

　　　　神通川流域の対策地域面積は
１，５００．６haで、富山市、婦中町、大
沢野町及び八尾町の１市３町の広大
な地域に及ぶことから、対策計画を
上流部から順次分割して策定し、「農
用地の土壌の汚染防止等に関する法
律」に基づき、第１次地区の９６．４ha
については５５年２月、第２次地区の
４５０．５haについては５９年１月（３年
９月に変更）、残る第３次地区の
９５３．７haについては４年２月（１５年
６月に変更）に、それぞれ対策計画
を策定した。対策計画に係る事業費
は、第１次地区が１，７８３，０００千円、第
２次地区が１０，９４０，０００千円（３年９
月の変更後は９，０５４，８６５千円）、３次
地区が１９，２９１，９００千円（１５年６月の
変更後は２４，２３２，０００千円）であり、
第１～３次地区に係る公害防止事業
費事業者負担法に基づく費用負担計

画により負担がなされている。対策
計画が策定されると、土地改良法等
に基づき公害防除特別土地改良事業
（以下「公特事業」という。）が実施
されることになり、第１次地区につ
いては、５５年１０月に公特事業として
事業計画が確定し、５８年度に面工事
が完成、第２次地区については、５９
年６月に事業計画が確定し、４年度
に面工事が完成、第３次地区につい
ては、４年９月に事業計画が確定し、
１０月から工事に着手している。

　　　　また、土壌復元工事が実施された
結果、第１次地区及び第２次地区で
は、全面積において作付が可能とな
り、第３次地区についても、１６年度
に作付可能な客土水田面積は３０６ha
となっている。

　　　　なお、１５年度に作付した第３次地
区の客土水田（１０．２ha）においてカ
ドミウム濃度調査を実施したところ、
玄米中カドミウム濃度は０．０４
～０．０８ppm、土壌中カドミウム濃度
は０．０３～０．０９ppmであった。 

　表１‐１２　対策地域内玄米及び土壌中カドミウム濃度（神通川流域）

土　　　壌　　　中（ppm）
玄　米　中（ppm）

区　　分
次　　層　　土作　　　　　土

平　　均点　　数平　　均点　　数平　　均点　　数

０．７０３０４１．１２５４４０．９９５４４

　　�イ 　黒部地域
　　　　黒部地域では、４５年に黒部市の旧

日本鉱業㈱三日市製錬所周辺地域の
農用地が、カドミウム環境汚染要観
察地域に指定された。このため、４６
～４８年度の３年間にわたって同工場
周辺の農用地約２５０haを対象に、玄
米３１６点、土壌（作土）２２５点につい
てカドミウム濃度を調査した。その
結果の概要は、表１‐１３のとおりであ
った。

　　　　玄米中カドミウム濃度が１．０ppm

以上の汚染米が検出された地点は７
地点で、汚染米発生地域の面積は約
８ haとなっている。

　　　　この調査結果に基づき汚染米発生
地域と近傍地域をあわせた１２９．５ha
を対策地域として指定した。対策地
域内の玄米及び土壌の汚染状況は表
１‐１４のとおりであった。

　　　　黒部地域の対策地域面積は
１２９．５haで、当該地域については、
「農用地の土壌の汚染防止等に関す
る法律」に基づき、３年１１月（８年
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　表１‐１３　玄米及び土壌中カドミウム濃度（黒部地域）

比　率
（％）

点　数
土壌中カドミウ
ム濃度（ppm）

比　率
（％）

点　数
玄米中カドミウ
ム濃度（ppm）

１３２９２．００未満２６８００．４０未満

５８１３０２．００～５．９９７２２２９０．４０～０．９９

２０４５６．００～９．９９２７１．００～１．９９

９２１１０．００以上００２．００以上

１００２２５計１００３１６計

土　　　壌　　　中（ppm）
玄　米　中（ppm）

区　　分
次　　層　　土作　　　　　土

平　　均点　　数平　　均点　　数平　　均点　　数
０．８５１９７．５７４４０．７９４４

（４６～４８年度調査）

　表１‐１４　対策地域内玄米及び土壌中カドミウム濃度（黒部地域）

９月に変更）に対策計画を策定した。
対策計画に係る事業費は、２，９３６，０００
千円（変更後は４，００５，７００千円）であ
り、対策地域に係る公害防止事業費
事業者負担法に基づく費用負担計画
によって費用負担がなされている。

　　　　また、公特事業については、４年
１月に県営公特事業として事業計画
が確定したため、２月から工事に着
手し、９年度には全面積において作
付が可能となっている。

　　�ウ 　産米流通対策地域
　　　　農用地土壌汚染対策地域周辺に位

置する地域で、玄米中カドミウム濃
度が０．４ppm以上１．０ppm未満の米
を産出する地域を産米流通対策地域
とし、神通川流域では９年２月に、
黒部地域では９年１１月に対策計画を
策定し、復元事業に着手している。

　イ　市街地等の土壌汚染対策
　　　近年、有害物質による土壌汚染の判
明件数が全国的に著しく増加してきて
おり、土壌汚染による人の健康影響の
懸念や対策の確立への社会的要請が強
まったことから、１４年５月に「土壌汚
染対策法」が公布され、１５年２月から
施行されている。

　　　県では、事業者等に対して文書通知

や説明会の開催等により、法の周知を
図ってきている。

　　　また、１５年度は、法の円滑な運用を
図るため、土壌汚染の可能性の高い土
地を把握するための情報や汚染原因の
特定のための情報等の土壌汚染に関す
る情報を調査・収集するとともに、こ
れらを管理・活用するための土壌汚染
リスク情報管理システムを構築した。

　ウ　射撃場における鉛汚染対策
　　　１３年度に福光射撃場（福光町）内の
土壌から環境基準を超える鉛が検出さ
れたため、射撃場を一時閉鎖するとと
もに、学識経験者や関係者で構成する
プロジェクトチームを設置して環境保
全対策を検討している。１４年度に行っ
た環境調査から、射撃場内の鉛散弾分
布面積は約７７，０００㎡、汚染土量は約
６，９００ｍ３と推定された。また、ボーリ
ング調査の結果、汚染土壌が直接地下
水と接しているところはなかった。こ
れらの結果を踏まえ、ライフル射撃場
及びクレー射撃場山間部の汚染土壌を
除去している。 
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　エ　地下水の保全対策
　　�ア 　地下水条例による規制
　　　ａ　指定地域
　　　　　地下水採取に伴う障害が生じ、

又は生ずるおそれのある地域を規
制地域に、また水理地質上、規制
地域と関連する周辺の地域を観察

地域として表１‐１５及び図１‐１４の
とおり指定している。

　　　ｂ　規制対策揚水設備
　　　　　動力を用いて地下水を採取する

ための設備で、揚水機の吐出口の
断面積が２１cm２を超えるもの（た
だし、温泉や可燃性ガスの採掘に

　表１‐１５　地下水条例指定地域

高　岡　地　域富　山　地　域区　　　分

高岡市及び大門町の一部、
新湊市及び大島町の全部

富山市の一部規 制 地 域

高岡市、砺波市、小杉町、大門
町及び福岡町の一部、下村の全
部

富山市、大沢野町、大山町、上
市町、立山町、八尾町及び婦中
町の一部、舟橋村の全部

観 察 地 域

　図１‐１４　条例に基づく取水基準適用区域

伴う揚水設備及び河川区域内の揚
水設備は除く。）を規制対象として
いる。

　　　ｃ　取水基準
　　　　　規制地域内の工業用や建築物要

の対象揚水設備についての取水基
準は、５２年３月１日から表１‐１６の
とおり適用されている。

　　　ｄ　揚水設備の届出状況
　　　　　条例に基づく届出状況は、事業

場数が２，９１６、揚水設備数が３，７１５

となっている。
　　　　　用途別では、建築物用が最も多

く１，１７１事業場１，３７９設備であり、
次いで道路等消雪用が１，１７９事業
場１，３５７設備、工業用が４５２事業場
８２７設備の順となっており、近年、
道路等消雪用の設備が増加してい
る。地下水条例指定地域の揚水設
備の推移は、図１‐１５のとおりであ
る。 
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　　　ｅ　地下水採取状況
　　　　　条例に基づき報告された１５年度

の年間地下水採取量は、１２９．１百万
ｍ３／年となっている。用途別では、
図１‐１６のとおり、工業用が７３．７百

万ｍ３／年と最も多く、全体の約６
割を占めており、次いで道路等消
雪用の１７．９百万ｍ３／年、水道用の
１７．０百万ｍ３／年の順となってい
る。 

採取する地下水
の量（�／日）

揚水機の吐出口
の断面積（�）

項　　　　目
区　　　　分

１，０００　以　下２００　以　下５２年３月１日までに設置された揚水設備既
設

　８００　以　下１５０　以　下５２年３月２日以降に設置された揚水設備新
設

　表１‐１６　取水基準

　図１‐１５　地下水条例指定地域の用水設備の推移

　図１‐１６　地下水条例指定地域の採取量（１５年度）
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　　�イ 　地下水指針の推進
　　　　近年、大規模開発に伴う地下水涵

養量の減少や消雪設備の増加による
冬期間の地下水位の低下など、地下
水環境を取り巻く状況が変化してい
る。これらに適切に対処して県民共
有の財産である地下水を保全し、適
正に利用していくために、地下水指
針（４年５月策定、１１年３月改定）
を推進している。

　　　ａ　目標
　　　　　地下水の保全目標は、「豊かで清

らかな地下水の確保」を目指し、
「地下水の採取に伴う地下水障害
地域の拡大を防ぐ」とする。また、
目標を達成するため、図１‐１７のと
おり、各地下水区ごとに適正揚水
量を設定する。

　　　ｂ　期間
　　　　　本指針は期間を特に定めないが、

おおむね５年を目途に施策等の見
直しを図る。

　　　ｃ　対象地域
　　　　　地下水の賦存する平野部の地域

とする。
　　　ｄ　地下水の保全・適正利用施策
　　　　　地下水の保全目標を達成するた

め、次の施策を総合的に推進する。
　　　　①　地下水条例による規制
　　　　②　開発行為に対する事前指導
　　　　③　地下水利用の合理化等
　　　　④　冬期間の地下水位低下対策
　　　　⑤　観測体制の整備・拡充
　　　　⑥　地下水の涵養
　　　　⑦　調査・研究の推進
　　　　⑧　地下水保全関係団体の育成
　　　　⑨　地下水保全意識の啓発
　　　ｅ　推進体制
　　　　　事業者、関係団体及び行政から

なる「地下水保全・適正利用推進
会議」を設置し、指針を効果的に
推進する。

　　�ウ 　観測体制の整備
　　　　本県における地下水位の観測体制

は、３４年度に高岡市二塚及び富山市

山室に観測井を設置して以来、逐次
増設され、現在、氷見地域２井、高岡・
砺波地域１１井、富山地域７井、魚津・
滑川地域４井、黒部地域９井の合計
３３観測井となっている。

　　�エ 　監視指導
　　　　地下水条例の対象となる３０工場・

事業場を立入検査し、取水基準の遵
守状況及び揚水記録等設備の維持管
理状況を調査するとともに、技術指
導を行った。

　　�オ 　冬期間における地下水位低下対策
　　　　冬期間の地下水位低下対策を推進

するため、「冬期間地下水位低下対策
推進委員会」において、高岡・砺波
地域を対象に冬期間の安全水位に関
する調査研究を実施し、水文地質資
料等の収集・整理を行うとともに、
海岸部における塩水化実態調査を実
施した。
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　図１‐１７　地下水区における適正揚水量
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４　騒音、振動のないやすらかな環境の実現

�　騒音、振動の状況
　　騒音による生活環境への影響の指標と
して、環境基準が定められ、県及び市町
により、環境の監視が行われている。
　　騒音に係る環境基準の達成状況は、道
路に面する地域以外の地域（一般地域）
の環境騒音については８９％であったが、
道路に面する地域における自動車交通騒
音については５９％となっており、騒音規
制法に基づく公安委員会への要請限度＊

を超過している地域もみられる。また、
航空機騒音については、環境基準を達成
している。
　　振動については、道路に面する地域に
おいて測定が行われており、公安委員会
への要請限度と比較して極めて低い値と
なっている。
　　騒音、振動による生活環境への影響を
防止するため、各市町では、工場・事業
場等の監視を実施するとともに、必要に
応じて施設の改善や維持管理の徹底等に
ついて指導を行っている。

�　騒音、振動の防止
　ア　騒音の防止対策
　　�ア 　法令等に基づく規制の概要
　　　　騒音規制法は、規制地域において、

敷地境界での工場騒音、特定建設作
業騒音及び自動車交通騒音を規制す
ることにより、騒音の防止を図って
いる。

　　　　規制地域は、富山市、高岡市、新
湊市、魚津市、氷見市、滑川市、黒
部市、砺波市、小矢部市、大沢野町、大
山町、上市町、立山町、入善町、朝
日町、八尾町、婦中町、小杉町、大
門町、大島町、城端町、庄川町、井

波町、福野町、福光町及び福岡町の
９市１７町のうち、都市計画法に基づ
く用途地域の定められている地域で
あり、工場騒音は、金属加工機械、
織機等３１種類の施設、特定建設作業
騒音は、くい打機を使用する作業等
８種類の作業について、区域及び時
間帯ごとに規制基準が定められてい
る。

　　　　１５年度末の特定施設の届出状況は、
１，５５８工場・事業場、１８，７６８施設とな
っている。

　　　　また、自動車交通騒音は、定常走
行時及び加速走行時について許容限
度を定め規制されているほか、公安
委員会等への要請限度が定められて
いる。

　　　　さらに、公害防止条例では、法の
指定地域以外の地域及び規制対象外
の施設を対象として、県下全域にわ
たって規制を行っている。規制基準
は、法に準じて、区域及び時間帯ご
とに定められている。

　　�イ 　監視指導
　　　　騒音規制法及び公害防止条例の対

象工場・事業場等について、１１市町
が５２工場・事業場の立入検査を実施
し、規制基準の適合状況及び対象施
設の維持管理状況を調査するととも
に技術指導を行った。

　　�ウ 　騒音の各種調査
　　　　一般地域の環境騒音については、

道路に面する地域以外の地域におい
て１４市町が実態を調査した。このう
ち、昼間及び夜間とも測定が実施さ
れた７０地点における環境基準の達成
状況は、表１‐１７のとおり、昼間及び

＊要請限度 … 騒音規制法及び振動規制法により自動車騒音及び振動が要請限度を超過し、道路の周辺の生活環境が
著しく損なわれると認めるときは、市町村長は公安委員会に対し、道路交通法の規定による自動車の通行禁止、最
高速度の制限等の交通規制等の措置を執るべきことを要請するものとされている。また、このほか、必要があると
認めるときは、舗装の改良、その他道路構造の改善等自動車騒音の減少に資する事項に関し、道路管理者又は関係
行政機関の長に意見を述べることができるものとされている。
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夜間とも達成している地点は６２地点
（８９％）であり、昼間、夜間のいず
れかにおいて達成している地点は、
６地点（９％）であった。

　　　　また、自動車交通騒音については、
道路に面する地域において県及び１７
市町が１４６地点で実態を調査した。こ
のうち、昼間及び夜間とも測定を実
施し、かつ、環境基準を超過する住
居等の戸数及び超過する割合につい
て評価（面的評価）を行っている地
点の環境基準の達成状況は、表１‐１８
のとおり、達成している地点は７地
点（５９％）であり、達成率が５０～１００％
未満は４地点（３３％）であった。

　　　　また、県では、航空機騒音に係る
環境基準の達成状況を把握するため、

四季ごとに１回（７日間）４地点で
調査を実施した。その結果、すべて
の地点において環境基準を達成して
いた。航空機騒音の年度別推移は表
１‐１９のとおりである

　　　　このほか、県では、高速道路にお
ける自動車交通騒音の実態を把握す
るため、北陸自動車道の２地点及び
東海北陸自動車道１地点の計３地点
の敷地境界線において調査を実施し
た。

　　�エ 　その他の対策
　　　　高度道路交通システムの整備や道

路構造の改善等により、交通流の円
滑化、交通渋滞の解消等を促進し、
自動車交通騒音の防止を図っている。

一部達成（％）全部達成（％）測定地点数区　　　　　　　　分

６（９）６２（８９）７０道路に面する地域以外の地域

１５年度１４年度１３年度１２年度１１年度調査地点名

７２７１６９６９７０富 山 市 萩 原

７０７０６８６８６８富 山 市 塚 原

６７６７６２６１６５富 山 市 新 保

７０７３７１７０７１婦 中 町 萩 島

７５以下（類型Ⅱ）環 境 基 準

　表１‐１７　一般地域の環境騒音の環境基準達成率（１５年度）

　表１‐１８　自動車交通騒音の環境基準達成率（１５年度）

環　　境　　基　　準　　達　　成　　率測　定
地点数

区　　　分
１００％５０％～１００％未満０％～５０％未満

７（５９）４（３３）１（　８）１２道路に面する地域

３（３８）４（５０）１（１２）８国 道内
訳 ４（１００）０　　　０ 　　４県 道

注１　環境基準達成率は、当該地域内の全ての住居等のうち環境基準に適合している戸数
の割合を把握して面的評価したものである。

　２　（　）内の数値は、測定地点数に対する達成地点数の割合で、単位は％である。

　表１‐１９　航空機騒音の年度別推移 （単位：WECPNL）
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　イ　振動の防止対策
　　�ア 　法令等に基づく規制の概要
　　　　振動規制法では、規制地域におい

て、敷地境界での工場振動、特定建
設作業振動及び道路交通振動を規制
することにより、振動の防止を図っ
ている。

　　　　規制地域は、富山市、高岡市、新
湊市、魚津市、氷見市、滑川市、黒
部市、砺波市、小矢部市、大沢野町、大
山町、上市町、立山町、入善町、朝
日町、八尾町、婦中町、小杉町、大
門町、大島町、城端町、庄川町、井
波町、福野町、福光町及び福岡町の
９市１７町のうち、都市計画法に基づ
く用途地域の定められている地域で
あり、工場振動は、金属加工機械、
織機等２０種類の施設、特定建設作業
振動は、くい打機を使用する作業等
６種類の作業について、区域及び時
間帯ごとに規制基準が定められてい
る。

　　　　１５年度末の特定施設の届出状況は、
８３９工場・事業場、８，９９８施設となっ
ている。

　　　　また、道路交通振動については、
公安委員会等への要請限度が定めら
れている。

　　�イ 　監視指導
　　　　振動規制法の対象工場・事業場等

については、６市町が３５工場・事業
場の立入検査を実施し、規制基準の
適合状況及び対象施設の維持管理状
況を調査するとともに技術指導を行
った。

　　　　また、道路交通振動については、
１２市町が９５地点において調査を実施
したところ、いずれの地域において
も、道路交通振動に係る公安委員会
への要請限度と比較して極めて低い
値であった。

　　�ウ 　その他の対策
　　　　高度道路交通システムの整備や道

路構造の改善等により、交通流の円
滑化、交通渋滞の解消等を促進し、

道路交通振動の防止を図っている。
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５　化学物質による環境汚染の防止

�　化学物質による環境汚染の状況
　　有害性が指摘されている化学物質につ
いては、近年、法令による規制が進み、
環境リスク（環境の保全上の支障を生じ
させる可能性）の低減が図られているが、
使用や排出の実態、環境濃度等の知見が
不足しており、今後、実態の把握に努め
ることが必要となっている。このため、
国では、１１年７月に、多数の化学物質に
係る環境リスクを適切に管理することを
目的として「特定化学物質の環境への排
出量の把握等及び管理の改善の促進に関
する法律」（以下「化学物質排出把握管理
促進法」という。）を制定し、１４年４月か
らＰＲＴＲ制度＊１が運用されている。
　　化学物質による環境汚染については、
大気汚染防止法やダイオキシン類対策特
別措置法などに基づき対策を推進してお
り、特に環境基準が設定されたベンゼン
やダイオキシン類＊２などについては、環
境濃度や排出状況等の把握に努めている。
　　また、一部の地域で、地下水から環境
基準を超過する有機塩素系化合物が検出
されていることから、汚染の拡大を防止
するとともに、工場・事業場における化
学物質の適正管理の徹底を指導している。
　　さらに、人や野生生物の内分泌作用を
かく乱し、生殖機能障害等を引き起こす
可能性が指摘されている内分泌かく乱化
学物質（いわゆる環境ホルモン）につい
ては、国の調査に協力するとともに、県
においても主要河川で調査を行い、実態
の把握に努めている。
　　一方、ゴルフ場における農薬の管理に
ついては、２年４月に定めた「ゴルフ場
農薬安全使用指導要項」に基づき、県内
のすべてのゴルフ場で魚類を用いた水質

の常時監視が行われており、排水の自主
測定の結果も環境省の暫定指導指針値及
び要綱の指導値を満たしている。

　　また、農業分野においては、１３年３月
に「環境にやさしい農業の展開」を改定
し、新たに「環境にやさしいとやま農業
元気指標」を設け、化学肥料や化学農薬
の削減、有機物資源の有効活用等、環境
への負荷の少ない農業の重要性を啓発す
る運動を展開している。

　　さらに、１２年２月に策定した「持続性
の高い農業生産方式の導入に関する指
針」に基づき、たい肥等を活用した土づ
くりと化学肥料・農薬の使用の低減を一
体的に行う持続性の高い農業生産方式を
周知徹底するとともに、これを実践する
生産者（エコファーマー）を育成するた
め、積極的な啓発活動を展開している。

�　化学物質による環境汚染防止対策
　ア　ＰＲＴＲ制度の運用
　　�ア 　ＰＲＴＲデータの集計公表
　　　　化学物質排出把握管理促進法に基

づくＰＲＴＲデータの第２回集計結
果が、国から１６年３月２９日に公表さ
れ、県も併せて公表を行った。

　　　　本県の届出数は５７５件で、その内訳
は表１‐２０のとおり、電子媒体での届
出が１６．５％を占めており、全国平均
の９．５％を上回っていることからみ
ても、新しい届出方法である電子届
出が事業者に着実に浸透しているこ
とを示していた。

　　　　１５年度に届出のあった本県の化学
物質の排出・移動量の合計は７，７４１ｔ
であり、全国順位は前年同様２３位で
あった。その内訳は、表１‐２１のとお

＊１ＰＲＴＲ制度 … ＰＲＴＲとは Pollutant Release and Transfer Register の略称。有害性のある多種多様な
化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外
に運びだされたかというデータを把握し、集計し、公表する仕組みをいう。

＊２ダイオキシン類 … ポリ塩化ジベンゾ‐パラ‐ジオキシン（ＰＣＤＤ、７５種類）、ポリ塩化ジベンゾフラン（ＰＣ
ＤＦ、１３５種類）及びコプラナーＰＣＢの総称。ダイオキシン類のなかで最も毒性が強い２，３，７，８‐四塩化ジ
ベンゾ‐パラ‐ジオキシン（２，３，７，８‐ＴＣＤＤ）については、人に対する発がん性が確認されている。
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り、大気、水域への排出量が２，９２６ｔ
（３７．８％）、廃棄物への移動量は
４，８１５ｔ（６２．２％）であり、全国と比
較すると、大気、水域への排出量の
割合が少なく、県内の事業所におい
て対象物質の環境への排出抑制が進
んでいる結果となった。

　　　　届出排出量の内訳を物質別にみる
と、表１‐２２のとおり、合成原料や溶
剤として幅広く使用されているトル

エン（１，１３３ｔ）、キシレン（４６８ｔ）、金
属洗浄などに使用されるジクロロメ
タン（塩化メチレン）（４５６ｔ）の順
で全国と同様な傾向であった。

　　　　なお、届出排出量と届出外排出量
（小規模事業所、田、家庭、自動車
等からの排出量を国が推計）を合計
した総排出量は、表１‐２３のとおり、
８，７２５ｔと全国の０．９９％を占めてお
り、全国順位は３０位であった。

　表１‐２０　届出状況

届　　出　　数届　　出　　媒　　体

４８０（８３．５）紙　　　　面

　４０（　７．０）磁 気 デ ィ ス ク
電 子 媒 体

　５５（　９．６）電子情報処理組織

５７５（　１００）計

注　（　）内は届出排出量の中で占める割合（％）である。

注１　（　）内は届出排出・移動量の中で占める割合（％）である。
　２　四捨五入の関係により、個別値の合計が合計値と一致しない場合がある。

排　出　・　移　動　量（ｔ）
区　　　　分

全　　　国富　山　県

２５５，６７６（５０．３）２，６９１（３４．８）大 気
排　

出　

量

　１２，０３１（　２．４）　２３４（　３．０）水 域

　　３０５（　０．１）―　　　―土 壌

　２２，４４１（　４．４）　　０（　　０）埋 立

２９０，４５３（５７．２）２，９２６（３７．８）小 計

２１４，４９８（４２．２）４，８１５（６２．２）廃棄物への移動
移
動
量

　２，９９５（　０．６）―　　　―下水道への移動

２１７，４９３（４２．８）４，８１５（６２．２）小 計

５０７，９４６（１００　）７，７４１（１００　）排出・移動量合計（ｔ）

　表１‐２１　届出排出・移動量集計結果

排　　　出　　　量（ｔ／年）
物　　　　　　　質

全　　　国富　山　県

１２２，９１０（　４２．３）１，１３３（　３８．７）ト　ル　エ　ン

４７，３３５（　１６．３）４６８（　１６．０）キ　シ　レ　ン

２５，４０６（　８．７）４５６（　１５．６）ジロクロロメタン（別名塩化メチレン）

９４，８０２（　３２．６）８６９（　２９．７）そ　　の　　他

２９０，４５３（１００．０）２，９２６（１００．０）合　　　　　　計

注１　（　）内は届出排出量の中で占める割合（％）である。
　２　四捨五入の関係により、個別値の合計が合計値と一致しない場合がある。

　表１‐２２　物質別届出排出量
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排 出 量
合 計

届　　出　　外　　排　　出　　量（ｔ／年）届 出
排 出 量
（ｔ／年） 合 計家 庭移 動 体

非 対 象
業 種

対象業種

８，７２５　
（０．９９）

５，７９９　
（０．９８）

５１３　
（０．８３）

１，５７０　
（１．０）

１，０９６　
（０．８９）

２，６２１　
（１．０）

２，９２６　
（１．０）

富 山 県

８７９，５３６　５８９，０８２　６１，６６２　１５３，８５０　１２２，６８１　２５０，８８９　２９０，４５３　全 国

注１　（　）内は全国での富山県の占める割合（％）である。
　２　四捨五入により、合計が一致しない場合がある。
　３　届出外排出量は、現在、手法が改善されているところであり、手法が安定するまでは単純に推計

値を比較することはできない。

　表１‐２３　届出排出量及び届出外排出量

　　�イ 　ＰＲＴＲ制度及びリスクコミュニ
ケーションの普及啓発

　　　　１６年４月から化学物質排出把握管
理促進法に基づく届出対象事業者の
要件が拡大されることから、１４年度
に引き続き環境省の委託を受け、「Ｐ
ＲＴＲフォローアップ調査」を実施
し、ＰＲＴＲ制度の普及を図るため
の中小事業者への講習会や、制度を
円滑に運用する上で重要なリスクコ
ミュニケーションの普及啓発を図る
ための県民への講習会等の事業を実
施した。

　イ　ダイオキシン類への対応
　　�ア 　ダイオキシン類対策特別措置法に

基づく規制の概要
　　　　ダイオキシン類対策特別措置法で

は、ダイオキシン類による環境の汚
染の防止及びその除去等を図るため、
工場・事業場から排出される排出ガ
スや排出水について、排出基準を設
定し、規制を行っている。また、規
制の対象となる特定施設を設置する
工場・事業場に対しては、毎年１回
以上のダイオキシン類の測定及びそ
の結果の知事（富山市の事業所にあ
っては、市長）への報告を義務付け
ている。

　　　　現在、政令で廃棄物焼却炉等２１種
類の施設が特定施設に指定されてお
り、１５年度末の特定施設の届出状況

は、総施設数が２５６施設（１４４工場・
事業場）となっている。種類別にみ
ると、大気基準適用施設（１９２施設）で
は、廃棄物焼却炉が１４１施設（７３％）と
最も多く、次いでアルミニウム合金
製造用溶解炉が４８施設（２５％）とな
っており、水質基準対象施設（６４施
設）では、廃棄物焼却炉に係る廃ガ
ス洗浄施設等が４３施設（６７％）、アル
ミニウム及びその合金製造の用に供
する廃ガス洗浄施設が１２施設（１９％）
の順となっている。

　　�イ 　ダイオキシン類環境調査
　　　　県は、ダイオキシン類対策特別措

置法に基づき、国、地方公共団体と
連携して、ダイオキシン類の汚染の
状況を調査しており、１５年度は、大
気、河川水質、河川底質、海域水質、海
域底質、地下水質及び土壌について、
合計１３９地点で調査を実施した。

　　　　調査結果は、表１‐２４のとおり、河
川水質については富山市の富岩運河
１地点で環境基準を超えていたが、
その他の地点では環境基準を達成し
ていた。

　　�ウ 　ダイオキシン類発生源監視指導
　　　ａ　県の立入検査・測定
　　　　　１５年度は、大気基準適用施設を

有する５５工場・事業場及び水質基
準対象施設等を有する５工場・事
業場について、立入検査を実施す
るとともに、排出ガス（１５工場・
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事業場）及び排出水（７工場・事
業場）のダイオキシン類濃度を測
定した。

　　　　　その結果、排出ガスについては
０．００４７～７．８ng＊１‐TEQ＊２ /m３N
であり、２工場・事業場で排出基
準値（５ ng‐TEQ/m３N）を超過
したため、排出基準を遵守するよ
う指導した。その結果、１工場・
事業場では、施設の改善と維持管
理の徹底を行い、事業者による再
測定では、排出基準に適合した。
また、残る１工場・事業場では、
施設の使用を停止した。なお、他の
施設では、排出基準値（５～１０ng
‐TEQ/m３N）を下回っていた。

　　　　　排 出 水 に つ い て は０．０００３９
～６．９pg＊３‐TEQ/�であり、いず
れの工場・事業場も排出基準値

（１０pg‐TEQ/�）を下回ってい
た。

　　　ｂ　事業者の自主測定結果に対する
指導

　　　　　ダイオキシン類対策特別措置法
に基づく事業者の自主測定結果の
概要は、表１‐２５のとおりであり、
自主測定結果が未報告の事業者に
対しては、文書や立入検査による
指導を行った。

　　　　　なお、大気基準適用施設につい
て、廃棄物焼却炉を設置している
１工場・事業場が排出ガスに係る
排出基準値（５ ng‐TEQ/m３N）を
超過しており、施設の使用を停止
した。また、廃棄物焼却炉を設置
している２工場・事業場がばいじ
んに係る処理基準値（３ ng-
TEQ/g）を超過しており、セメン

注１　大気（各地点年４回測定）及び河川水質（各地点年１～４回測定）の調査結果については、年平均
値である。

　２　河川水質の（　）は、富岩運河を除いた値である。

　表１‐２４　ダイオキシン類の調査結果及び環境基準の達成状況（１５年度）

環境基準
超過地点数

環境基準調　査　結　果
調査地
点　数

区　　　　　分

０

０．６pg-TEQ/m３
　０．０３０　～０．１１　pg-TEQ/m３１０住居地域

大　

気
０　０．０５６　～０．０７４pg-TEQ/m３３工業地域

０　０．０７４　～０．１８　pg-TEQ/m３３廃棄物焼却施設周辺

１
（０）

　１pg-TEQ/ �
　０．０６５　～１．１　pg-TEQ/ �
（０．０６５　～０．８１）

４０河川水質

０１５０pg-TEQ/ ｇ　０．２１　～４９　　pg-TEQ/ ｇ１８河川底質

０　　１pg-TEQ/ �　０．０６６　～０．０８１pg-TEQ/ �８海域水質

０１５０pg-TEQ/ ｇ　０．３３　～１３　　pg-TEQ/ ｇ８海域底質

０　　１pg-TEQ/ �　０．０６５　～０．０９２pg-TEQ/ �２４地下水質

０
１，０００pg-TEQ/ ｇ

０．０００１５～０．０７７pg-TEQ/ ｇ１３一般環境土
壌 ０　０．０３９　～３７　　pg-TEQ/ ｇ１２発生源周辺

１２３合　　　計

＊１ng … ナノグラムと読む。ナノは単位のひとつで１０億分の１（１０－９）を示す。
＊２TEQ … 毒性等量（Toxic Equivalent）：ダイオキシン類は多くの異性体を持ち、それぞれ毒性の強さが異なる。

異性体の中で最も毒性の強い２，３，７，８‐ＴＣＤＤの毒性を１として、各異性体の毒性を毒性等価係数（ＴＥＦ）
により換算した量。

＊３ pg … ピコグラムと読む。ピコは単位のひとつで１兆分の１（１０－１２）を示す。
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注　（　）は工場・事業場数である。

事業者の測定結果報告事業場数
報 告 対 象
事 業 場 数

区　　分

０．０００４２～２．４pg-TEQ/ �１６１６排　出　水

事業者の測定結果報告施設数
報 告 対 象
施 設 数

区　　分

０～１５ng-TEQ/m３N１４６（１０３）１７３（１２６）排 出 ガ ス

０～１５ng-TEQ/ ｇ １０２（　８５）１２６（１０７）ばいじん等

ト固化により適切に処理するよう
指導した。

　　�エ 　富岩運河等のダイオキシン類対策
　　　　水質や底質のダイオキシン類汚染

が明らかになっている富岩運河等の
対策については、学識経験者等から
なる「富岩運河等ダイオキシン類対
策検討委員会」を設置し、調査や対
策の検討を行ってきており、しゅん
せつ土の減容化実験などの対策方法
の検討や汚染原因を把握するための
調査計画の策定を行った。

　　　　なお、１５年３月に、国土交通省が
「港湾における底質ダイオキシン類
対策技術指針」を取りまとめたほか、
ダイオキシン類汚染底質の無害化処

理技術の開発に取り組んでおり、県
では、これらを踏まえ、引き続き、
対策の検討を進めることにしている。

　　　　一方、富岩運河のしゅんせつ土砂
を搬出した富山新港東埋立地につい
ては、汚染土を遮水シートと土砂で
覆う対策を完了し、引き続いて周辺
環境の監視を行った。

　ウ　有害大気汚染物質への対応
　　　住居地域や工業地域等において、大
気中のベンゼンやトリクロロエチレン
などの有害大気汚染物質の環境調査を
実施した。

　　　環境基準が設定されているベンゼン
等の調査結果は、表１‐２６のとおり、ベ
ンゼンは１．１～１．２μg＊ ／m３（地点

　表１‐２５　事業者のダイオキシン類自主測定結果の概要（１５年度）
　�　大気基準適用施設

　�　水質基準適用事業場

＊μｇ … マイクログラムと読む。マイクロは単位のひとつで百万分の１（１０－６）を示す。

　表１‐２６　環境基準設定物質の測定結果及び環境基準の達成状況（１５年度）

調査
機関

環境基準の適（○）、否（×）
 年平均値（� /�）項　目

環境基準

物　質

区　分　　　　　調査地点

１５０� /�以下
であること。

２００� /�以下
であること。

２００� /�以下
であること。

３� /�以下
であること。

ジクロロ
メ タ ン

テトラクロロ
エ チ レ ン

トリクロロ
エチレン

ベンゼン
ジクロロ
メ タ ン

テトラクロロ
エ チ レ ン

トリクロロ
エチレン

ベンゼン

市○○○○２．５　０．１３０．１６１．１　富 山 芝 園

一 般 環 境

県

○○○○　０．８４＜０．１　０．１５１．２　魚 津

○○○○　０．８１　０．１３　０．１７１．２　小杉太閤山

○○○○　１．３　　０．１１　０．５６１．１　高 岡 伏 木
固定発生源周辺

○○○○　１．１　＜０．１　０．２６１．１　新湊海老江

―――○―――１．２　小 杉 鷲 塚幹線道路沿道
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別年平均値、以下同じ）、トリクロロエ
チレンは０．１５～０．５６μg／m３、テト
ラクロロエチレンは０．１未満～０．１３μ
g／m３、ジクロロメタンは０．８１～２．５
μg／m３で、４物質ともすべての地
点で環境基準を達成していた。

　　　また、その他の優先取組物質である
アクリロニトリル等の調査結果は、表
１‐２７のとおり、１４年度に実施された全
国調査結果と同程度又はそれを下回る
値であった。 

　エ　環境ホルモンへの対応
　　　内分泌かく乱化学物質（いわゆる環
境ホルモン）の実態を把握するため、
県内の７河川において調査を行った。

　　　調査結果は、表１‐２８のとおり、フタ
ル酸エステル類及びベンゾフェノンが
１河川、ビスフェノールＡが３河川、
１７β- エストラジオールが２河川で検
出されたが、全国調査結果と比較して
低い濃度であった。

　オ　農薬等への対応
　　　ゴルフ場農薬については、「ゴルフ場
農薬安全使用指導要綱」に基づき、１６
箇所のゴルフ場において調整池に魚類
を飼育することによる水質の常時監視
が行われていたほか、排水の自主測定

も年２回以上実施されるなど、適正な
管理が図られていた。

　　　排水の自主測定の結果は、いずれも
環境省の暫定指導指針値及び要綱で定
める県の指導値以下であった。一方、
県が行ったゴルフ場排水の水質調査結
果も、すべて環境省の暫定指針値及び
要綱で定める県の指導値以下であった。

　　　農業分野においては、農薬の適用農
作物・適用病害虫等の対象、使用目的
や効果、使用上の注意点に対する十分
な理解の徹底を図り、適正な使用につ
いて指導した。

　カ　食品等の汚染対策
　　　水銀、ＰＣＢ等の有害物質による汚
染状況を把握するため、魚介類中の水

　表１‐２７　その他優先取組物質の測定結果（１５年度） （単位：�／�）

１４年度全国調査結果（環境省）
地点別平均値項　　　　　目

平　均最　大最　小

０．１２　１．３０．０００９７＜０．１アクリロニトリル

０．１１　５．９０．００２３＜０．１　　　～１．０塩化ビニルモノマー

０．２７　４．２０．０３９　０．１５　　～０．５９クロロホルム

０．１３　１．３０．０１６＜０．１　　　～０．５９１，２－ジクロロエタン

０．２６　１．６０．００５０＜０．１　　　～０．１１１，３－ブタジエン

０．００２１　０．００５４０．０００３２　０．００２１　～０．００３０　水銀及びその化合物

０．００６１　０．０８２０．００００１８＜０．００４ニッケル化合物

０．００１７　０．０３９０．０００１８＜０．００１　　～０．００１１ヒ素及びその化合物

０．０００１３　０．００５００．０００００２０＜０．０００４ベリリウム及びその化合物

０．０３２　０．１８０．００３７　０．０１０　　～０．０３１マンガン及びその化合物

０．００７１　０．１１０．０００２６＜０．００５　　～０．０１６クロム及びその化合物

３．４　１００．２６　１．５　　　～２．０ホルムアルデヒド

２．５　７．９０．２３　１．２　　　～３．０アセトアルデヒド

０．１１　１．８０．００１６　０．０６２　　～０．１２酸化エチレン

０．０００３２　０．００１５０．００００１４　０．００００５９～０．０００２９ベンゾ（a）ピレン
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　表１‐２８　県内における環境ホルモン実態調査結果（水質）

注１　NDとは、定量限界未満をいう。
　２　全国（環境省）の欄は、環境省の１０～１４年度の調査全体での最小値～最大値を示す。
　３　全国（国土交通省）の欄は、国土交通省の１０～１４年度の調査全体での最小値～最大値を示す。

１７β―エスト
ラジオール

ベンゾフェ
ノン

アジピン酸
ジ－２－エチ
ルヘキシル

２，４－ジクロ
ロフェノール

ベンゾ（a）
ピレン

ビスフェノ
ールA

フタル酸エ
ステル類

アルキルフ
ェノール類

項　目

河川名等

NDNDNDNDND０．０１NDND仏生寺川

富　
　

山　
　

県

NDNDNDNDND０．０４ND ND内 川

０．０００１０．０１NDNDND０．０５ND～０．１ ND下 条 川

０．０００２NDNDNDNDNDND ND新 堀 川

NDNDNDNDNDNDND ND上 市 川

NDNDNDNDNDNDND ND角 川

NDNDNDNDNDNDND ND片 貝 川

０．０００１０．０１０．０１０．０５０．０１０．０１０．１～０．３０．０１～０．１（定量限界）

 ND～０．２８ ND～０．１８ ND～　１．８ ND～０．８８ ND～０．０７ ND～１９ ND～１６ND～２１全国（環境省）

ND～０．０２７ND～０．８４ ND～０．１６ND～０．０７ND ND～２．１ ND～９．４ ND～３．３全国（国土交通省）

（単位：�／�）

銀並びに食品中のＰＣＢ及び残留農薬
調査を実施した。その結果、魚介類中
の水銀については、いずれも暫定規制
値（総 水 銀０．４ppm、メ チ ル 水 銀
０．３ppm）以下であった。また、食品
中のＰＣＢについては、暫定規制値
（０．１～３ ppm）以下であり、残留農
薬についても基準値以下であった。

　キ　毒物劇物の監視指導
　　　毒物及び劇物取締法に基づく届出対
象である毒物劇物業務上取扱者延べ７３
工場・事業場を対象に、飛散、流出等
の防止措置及び保管管理の状況等につ
いて立入検査を実施し、表１‐２９のとお
り、延べ８工場・事業場について表示
不備や保管管理の徹底を指導した。ま
た、講習会を開催し、適正な毒物劇物

の保管管理について指導した。

　ク　「旧軍毒ガス弾等の全国調査」のフ
ォローアップ調査

　　�ア 　調査の概要
　　　　近年、茨城県、神奈川県等で旧軍

の毒ガスによるものと考えられる被
災事故が発生していることから、環
境省では、４年度に実施した「旧軍
毒ガス弾等の全国調査」のフォロー
アップ調査を実施し、県は、関連資
料の点検・収集や関係者、関係市町
村からの情報収集を行うなどの協力
を行った。

　　�イ 　調査結果
　　　ａ　国の調査結果（本県関係部分）
　　　　　高岡市には、第６陸軍技術研究

所の一部が伏木の民間工場に疎開

　表１‐２９　要届出毒物劇物業務上取扱者監視状況

注１　（　）内は指導件数である。
　２　［　］内は、県警の依頼により実施した路上取締り件数である。

合　　　計運送業金属熱処理業電気めっき業

５５２２１３２工場・事業場

７３（８）
［４］

１７（３）
［４］

２（０）５４（５）立 入 件 数



４８

して１９年に高岡出張所を開所し、
同工場内に毒ガスの製造施設を設
置した。終戦時に残存した毒ガス
は、関係者によって廃棄されたと
される。

　　　ｂ　県の調査結果
　　　　�　文献調査
　　　　　　公文書館、市町村等の協力を

得て実施した結果、伏木郷土史
年譜、高岡市史、富山県警察史、
伏木港近代史、伏木港史、伏木
工場８０年史（日本製紙㈱伏木工
場）に研究所の所在等が記載さ
れていた。

　　　　　○所在地
　　　　　　高岡市伏木１－１－１（当時

の王子製紙㈱伏木工場、現在の
日本製紙㈱伏木工場）

　　　　　○経　緯
　　　　　　１９年８月１０日　工場が陸軍に

接収され、「第６陸軍技術研究所
高岡出張所」となった。

　　　　　　２０年８月１８日　終戦によって、
工場に復帰した。

　　　　�　関係者の証言
　　　　　○作業内容
　　　　　　青酸（呼吸器障害剤）、イペリ

ット（びらん剤）の試製造
　　　　　○処理状況
　　　　　　終戦直後、直ちに次の処理を

行った。
　　　　　青　　　酸；水で薄めて小矢部

川に排出
　　　　　イペリット；富山連隊の演習場

（立野が原と思わ
れる。）まで運び焼
却

　　　　　○保有量
　　　　　　　青酸約２００�、イペリット約

８００㎏
　　　　　○　高岡出張所の場合は、毒ガ

ス原料の薬液を試製造してい
たものであり、焼却等により
処理されており、毒ガス弾等
が埋設された懸念はない。ま

た、県内の他の場所では行わ
れていない。

　　　　　　　なお、県に対して、上記の
証言を含めて１０件の情報が寄
せられた。

　　　ｃ　今後の対応
　　　　　環境省では、現段階において、

ただちに健康影響の未然防止の観
点からの環境調査を行う状況には
ないが、情報に関する事実関係を
確認するために、現地周辺の情報
収集を実施することが必要であり、
その結果、必要があれば、地下水
等の環境調査を実施することにし
ている。県では、必要に応じて調
査に協力することにしている。
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�　公害被害等の状況
　　公害健康被害については、１５年度末現
在、カドミウム汚染に起因する公害病で
あるイタイイタイ病に認定された患者は
１８７名、要観察者は３３４名となっている。
　　公害紛争等については、公害紛争処理
法に基づき本県の公害審査会に係属した
公害紛争処理事件は、１５年度までで５件
となっている。
　　また、県又は市町村が受理した大気の
汚染や水質の汚濁など典型７公害＊ につ
いての苦情件数は、図１‐１８のとおり、４７
年度の５４５件をピ－クに減少していたが、
ここ数年増加傾向にあり、１５年度は２４７件
となっている。その内訳は、大気汚染に
関するものが多く、発生源別では、図１
‐１９のとおり、生産工場、家庭生活、建
築・土木工事の順となっている。
　　なお、人口１００万人当たりの苦情件数は、
図１‐２０のとおり、本県は全国に比べ２分
の１以下で苦情の少ない県となっている。

�　公害被害等の防止対策
　ア　公害健康被害対策
　　　公害健康被害者に対しては、「公害健
康被害の補償等に関する法律」に基づ
き、汚染物排出者負担により、公害に
よって生じた健康被害の損失に対する
補償が行われており、医療費、療養手
当等の給付がなされている。本県では、
４４年１２月に神通川下流区域のイタイイ
タイ病が指定を受けている。

　　　県では、患者等の救済を図るため、
４２年にイタイイタイ病患者及び疑似患
者等に関する特別措置要綱を策定し、
４３年１月から公費による医療救済を実
施している。また、４４年１２月に公布さ
れた「公害に係る健康被害の救済に関
する特別措置法」の施行以降、県では、
法定受託事務として、４７年６月の環境
庁公害保健課長通知などの国の示す基

準に従い、県公害健康被害認定審査会
に諮ったうえで、イタイイタイ病患者
等の認定を行っている。

　　　一方、黒部市の旧日本鉱業㈱三日市
製錬所周辺地域は、４５年５月に国がカ
ドミウム環境汚染要観察地域として指
定した地域であり、県では、４５年から
毎年住民の健康調査を実施している。

　　�ア 　イタイイタイ病対策
　　　　患者及び要観察者の治療の促進と

発病の予防を図るため、保健師等に
よる家庭訪問指導を実施したほか、
要観察者に対して管理検診を実施し、
健康管理に努めている。また、神通
川流域で患者の発生のおそれのある
地域の住民に対し、検診を実施して
いる。

　　�イ 　カドミウム環境汚染要観察地域対策
　　　　黒部市の旧日本鉱業㈱三日市精錬

所周辺地域で住民の健康調査を実施
し、住民の健康管理に努めている。

　イ　公害紛争等の処理対策
　　�ア 　公害紛争処理対策
　　　　公害紛争処理制度は、公害に関す

る紛争の迅速かつ適正な解決を図る
ため設けられたものであり、県では
公害審査会や公害苦情相談員を設け
て、速やか適切な解決に努めている。

　　　　４５年１１月の公害紛争処理制度の施
行から１４年度末までに、国の公害等
調整委員会及び都道府県の公害審査
会等に係属した事件数は１，７４１件で、
うち１，６８４件が終結している。

　　　　本県の公害審査会への係属事件は
５件で、いずれも終結している。最
近では、１３年６月１１日に黒部川のダ
ム排砂に伴う水質汚濁と漁業被害に
関する調停が申請され、１０回にわた
り関係者の意見聴取や調整等が行わ
れたが、合意に達せず、１４年１１月６

＊典型７公害 … 大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭をいう。

６　公害被害等の防止と解決
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日に調停は打ち切られた。
　　�イ 　苦情対策
　　　　県では、工場・事業場の監視など

により施設の適正な維持管理を指導
するとともに、市町村と連携して、
県民や事業者に苦情の原因となる行
為の自粛を呼びかけるなど、苦情の

未然防止に努めている。
　　　　また、苦情が発生した場合は、市

町村等と連携して、速やかな現地調
査を実施し、苦情の原因について改
善等を指導するとともに、関係者の
調整を図るなど、円滑な解決に努め
ている。

　図１‐１８　苦情件数の推移（典型７公害）
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　図１‐１９　苦情の発生源別の推移（典型７公害）

　図１‐２０　人口１００万人当たりの苦情件数の推移（典型７公害）


